














































































































































































































































































































































泊発電所３号炉 

前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 

DB 
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

全般

ページの記載を修正した。（下線部参照）
誤：6条(外事)-別添1-〇〇，6条(外事)-別添1-補足●●-〇〇
正：6条(外事)-別添-〇〇，6条(外事)-別添-補足●●-〇〇

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

全般

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

全般

図表番号を以下の通り修正した。
旧：第●.●-●図，表
新：第●.●.●図，表

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

全般

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

全般

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：、
正：，

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

全般

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

<概要>

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又
は運用等について説明する。
新：追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備，
運用等について説明する。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-1

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

目次
別添１表紙

以下の資料名称を修正した。（下線部参照）
旧：別添１
新：別添

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-1
6(外事)-別添-1

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-2
6(外事)-別添-

9,11,12,13,14,17,22,23,56
6(外事)-別添-補足5-2～6

「女川原子力発電所２号炉」欄

以下の表において，内容に変更はないが改行位置が異なる表を掲載していた
ため修正した。

第1.1-1表，第1.2-1表，第1.2-2表,第1.2-4表,<参考２>,第5.2-2表,補足5第
1表

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-4,11,18,27
6条(外事)-別添-31,41

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は
設備等
新：安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設，設
備等

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-4,9,16,25
6(外事)-別添-44,52

同上

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-5

「大飯発電所３／４号」欄

柏崎刈羽6,7号炉の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：五　発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備
正：五、発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-13

「大飯発電所３／４号」欄

柏崎刈羽6,7号炉の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：また，上記に含まれない構築物，系統及び機器並びに建屋は…
正：また，上記に含まれない構築物，系統及び機器は…

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-23
6(外事)-別添-43

「大飯発電所３／４号」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：（タンクローリーによる重油タンクから燃料油貯蔵タンクへの燃料供給
を含む。），
正：（タンクローリーによる重油タンクから燃料油貯蔵タンクへの燃料供給
を含む），
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-27

「大飯発電所３／４号」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：石油コンビナート施設以外の主な産業施設があるが、
正：石油コンビナート施設以外の産業施設を調査した結果、高浜町に主要な
産業施設があるが、

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-19
6条(外事)-別添-20

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：泊発電所は日本海に面し，三方を丘陵地に囲まれた…
新：泊発電所の西側はは日本海に面し，他の三方を丘陵地に囲まれた…

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-17

6(外事)-別添-26

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：泊発電所は日本海に面し，三方を丘陵地に囲まれた…
新：泊発電所の西側はは日本海に面し，他の三方を丘陵地に囲まれた…

また，大飯３／４号炉の欄に島根2号炉の洪水に関する記載を追加した。

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-21
とりまとめた資料-3

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉の以下の誤植を修正し，泊記載に反映した。(下線部参照）
誤：安全上支障のない期間での修復等を行うこと…
正：安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと…

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-23
とりまとめた資料-3

泊３号炉の以下の記載を修正した。(下線部参照）
誤：安全上支障のない期間での修復等を行うこと…
正：安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと…

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-33～48

第2.2.2表～第2.2.17表について，表の向きに合わせて表タイトルの記載箇
所を修正した。

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-7

第1.2.1表中の以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：外部からの衝撃による損傷の防止とは別の条項で評価を実施している又
は故意の人為事象等
新：外部からの衝撃による損傷の防止とは別の条項で評価を実施している，
故意の人為事象等

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-9

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-14

第1.2.4表中の以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：影響は爆発又は近隣工場等の火災と同じ…
新：影響は爆発，近隣工場等の火災と同じ…

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-17

同上

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-19

「大飯発電所３／４号」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：＊： 「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の
事象。

正：＊： 「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の
事象

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-20

以下の記載を修正した。
誤：記載なし
正：こうした敷地の地形及び表流水の状況から判断して，敷地が洪水による
被害を受けることはない。

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-別添-26

「女川原子力発電所２号炉」「泊発電所３号炉」欄

以下の女川記載の誤植を修正し，泊記載に反映した。
誤：記載なし
正：こうした敷地の地形及び表流水の状況から判断して，敷地が洪水による
被害を受けることはない。

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-29

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：電気系及び計測制御系の機械的影響(摩耗)に対して…
正：電気系及び計測制御系に対する機械的影響に対して…

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-42

「女川原子力発電所２号炉」「泊発電所３号炉」欄

以下の女川誤植を修正し，泊記載に反映した。(下線部参照）
誤：電気系及び計測制御系の機械的影響(摩耗)に対して…
正：電気系及び計測制御系に対する機械的影響に対して…

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-29

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：安全上支障のない期間に降下火砕物の除去又は修復等の対応
正：安全上支障のない期間に降下火砕物の除去，修復等の対応
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-42

同上

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-別添-42

「大飯発電所３／４号炉」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：換気空調系の閉回路循環運転等，
正：中央制御室及び安全補機開閉器室の換気空調系の閉回路循環運転等，

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-42

「女川原子力発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：非常用換気空調系
正：換気空調系

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-30

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：代替設備による必要な機能の確保又は
正：代替設備による必要な機能の確保等の対応又は

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-44

「女川原子力発電所２号炉」欄

以下の女川誤植を修正し，泊記載に反映した。(下線部参照）
誤：代替設備による必要な機能の確保又は
正：代替設備による必要な機能の確保等の対応又は

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-32

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：いずれの河川も発電所とは丘陵地により隔てられている。
正：いずれの河川も丘陵地により発電所とは隔てられている。

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-45

「女川原子力発電所２号炉」欄

以下の女川誤植を修正し，泊記載に反映した。(下線部参照）
誤：いずれの河川も発電所とは丘陵地により隔てられている。
正：いずれの河川も丘陵地により発電所とは隔てられている。

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-46

「大飯発電所３／４号」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：石油コンビナート施設以外の産業施設
正：石油コンビナート以外の産業施設
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41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-47

「大飯発電所３／４号」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：許容温度以下とすることにより、安全施設が安全機能を損なうことのな
い設計とする。

正：許容温度以下とすることにより安全施設が安全機能を損なうことのない
設計とする。

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-47

「大飯発電所３／４号」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：必要な場合は対策を実施することで、安全施設が安全機能を損なうこと
のない設計とする。

正：必要な場合は対策を実施することで安全施設の安全機能を損なうことの
ない設計としている。

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-30,31
6条(外事)-別添-27,28,39
6条(外事)-別添-補足1-2
6条(外事)-別添-補足5-6
6条(外事)-別添-補足10-7
6条(外事)-別添-補足12-8

6条(外事)-別添-補足15全般

屋外配置図を更新したことにより図面を最新化した。

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

とりまとめた資料-4
6(外事)-29,30

6(外事)-別添-40,41,51
6(外事)-別添-補足1-2
6(外事)-別添-補足5-7

6(外事)-別添-補足10-10
6(外事)-別添-補足12-6

6(外事)-別添-補足15全般

同上

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-別添-38

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：(7)地滑り
正：(7)地滑り・土石流

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-別添-38

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：また津波防護施設として防波堤があるが，
正：また津波防護施設として防波壁があるが，
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47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-39

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：固体廃棄物貯蔵庫
正：固体廃棄物貯蔵所

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-43

第5.1図中の以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：外部からの衝撃による損傷の防止とは別の条項で評価を実施している又
は故意の人為事象等
正：外部からの衝撃による損傷の防止とは別の条項で評価を実施している，
故意の人為事象等

49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-54

同上

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足1-9

「女川原子力発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：記載なし
正：〇復水連続洗浄装置…

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足2-3,4

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：原子炉建屋，循環水ポンプ建屋及び原子炉補助建屋等の…
正：原子炉建屋，循環水ポンプ建屋，原子炉補助建屋等の…

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足2-3,4

同上

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足3-3,14-2,14-7

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：号機
正：号炉

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足3-3,14-2,14-6

同上

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足10-11

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：機器仕様
正：主要仕様
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56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足10-14

同上

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足13-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：気象情報（降雪予報）及び構内に設置している監視システム等による…
正：気象情報（降雪予報），構内に設置している監視システム等による…

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足13-1

同上

59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足13-8

第３図構内除雪ルートの除雪範囲についてエリアを一部追加修正した図に更
新した。

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足13-8

同上

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0） 6条(外事)-別添1-補足14-8

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：B系の異常を示す警報の発報及びA系の指示値が表示されない等の事象が
発生した。

新：B系の異常を示す警報の発報，A系の指示値が表示されない等の事象が発
生した。

62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添1-補足14-11

同上

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足15-1,4,5,10,37,39

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：地形，地質及び湧水等の…
正：地形，地質，湧水等の…
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64

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足15-1,4,7,34,88,91

同上

65

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-別添-補足15-2

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：平成17年，清水ほか「恵曇」(2005a)(1)「境港」(2005b）(2)

正：平成17年，清水ほか「恵曇」(2005a)(1)「境港」(2005b）(2)

66

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0） 6(外事)-別添-補足15-3

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉(表-1中)の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：また2mＤＥＭ(地形の一部は…
正：または2mＤＥＭ(地形の一部は…

67

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足15-7

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉(表-1中)の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤： Huber and Hager(1997)(3)の予測式により

正： Huber and Hager(1997)(3)の予測式により

68

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足15-21

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉(表-1中)の以下の誤植を修正した。(下線部参照）

誤：発電所周辺（観測地点：恵曇，鹿島）の旣雨量観測記録を用いて…

正：発電所周辺（観測地点：恵曇，鹿島）の日雨量観測記録を用いて…

69

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足15-27

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉(表-1中)の以下の誤植を修正した。(下線部参照）

誤：土砂の堆積高さ（m）＝計画流出土砂量（m3）／土石流危険区域の面積

（m3）

正：土砂の堆積高さ（m）＝計画流出土砂量（m3）／土石流危険区域の面積

（m2）

70

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足15-37

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉(表-1中)の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：土石流発生の要因及び砂防施設の調査を実施してる。
正：土石流発生の要因及び砂防施設の調査を実施している。
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71

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足15-49

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉(表-1中)の以下の誤植を修正した。(下線部参照）

誤：地滑り地形①周辺の露頭状泀，…

正：地滑り地形①周辺の露頭状況，…

72

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足15-81

「女川原子力発電所２号炉」欄

島根２号炉(表-1中)の以下の誤植を修正した。(下線部参照）
誤：5.　地滑り地形⑤及び⑤北西の地すべり地形
正：5.　地滑り地形⑤及び⑤北西の地滑り地形

73

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足16-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：石油コンビナート等の固定施設…
正：石油化学コンビナート等の固定施設…

74

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足16-1

「女川原子力発電所２号炉」欄

以下の女川誤植を修正し，泊記載に反映した。(下線部参照）
誤：石油コンビナート等の固定施設…
正：石油化学コンビナート等の固定施設…

75

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

とりまとめた資料-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）

誤：・航空機落下確率の更新による影響評価確認【基本方針 p6(外事)-
25,26，別添1 p6(外事)-別添1-45，別添1添付1補足資料-2 p6(外事)-別添1-
補足2-1～15】

正：・航空機落下確率の更新による影響評価確認【基本方針 p6(外事)-
25,26，別添1 p6(外事)-別添1-45，別添1補足資料-2 p6(外事)-別添1-補足
2-1～15】

76

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

とりまとめた資料-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤：・北海道山越郡長万部町で確認された水柱事象における泊発電所への影
響について【別添1 補足資料-23 p6(外事)-別添1添付1-補足23-1～2】

正：・北海道山越郡長万部町で確認された水柱事象における泊発電所への影
響について【別添1 補足資料-23 p6(外事)-別添1-補足23-1～2】

77

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足21-1～9

補足資料21「降下火砕物と積雪荷重との組合せについて」に関して6条火山
の審査実績を反映した。

78

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.12.0）

6条(外事)-別添-補足23-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）

誤：船舶の衝突又は電磁的障害等の事象を規定している。
正：船舶の衝突，電磁的障害等の事象を規定している。
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79

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

6(外事)-別添-補足23-1

同上

80

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.11.0）

全般

ページ番号の社内統一化に伴い，再掲箇所に記載しているページ番号の記載
を修正した。
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-1

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）～設定を行ため，
（新）～設定を行うため，

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-19

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）燃等輸送船を～
（新）燃料等輸送船を～

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-26

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧），上部軸受の機能維持に必要な温度である～
（新），上部軸受の機能維持に必要な許容温度である～

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-20

記載の適正化
（旧）～直接輻射熱を受けない建屋内に設置している設備及び地下貯蔵タン
ク等については，
（新）～直接輻射熱を受けない建屋内に設置している設備，地下貯蔵タンク
等については，

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-21

同上

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-添付1-19

記載の適正化
（旧）～防火帯幅の確保及び建屋外壁等により防護する。
（新）～防火帯幅の確保，建屋外壁等により防護する。

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付1-22

同上

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付1-22

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，図タイトルを追記

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-10

図2-7タイトルの重複を修正

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-19,70,84
6外火-別1-添付3-30,32,34,41

6外火-別1-添付6-11

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，「注釈」，「記
号」，「数式」及び「略語」の上付き及び下付きの修正

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-添付2-32

記載の適正化
（旧）火炎の防火帯突破率1％
（新）火炎の防火帯突破確率1％

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-30

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-添付2-44

記載の適正化
（旧）固体廃棄物貯蔵庫及び開閉所等の一部クラス３設備を含む
（新）固体廃棄物貯蔵庫，開閉所等の一部クラス３設備を含む

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-41

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-52,54
6外火-別1-添付8-23

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，「記号」及び「単
位」の上付き及び下付きの修正

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-添付2-73

記載の適正化
（旧）発電所構内道路及び地形等を考慮
（新）発電所構内道路，地形等を考慮

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-73

同上

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-75,84,85
6外火-別1-添付3-32
6外火-別1-添付6-24

6外火-別1-添付7-28,29,42
6外火-別1-添付8-13

6外火-別3-2

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，文末に「以上」を追
記

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0） 6外火-別1-添付2-80

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）、火災にる輻射熱の影響は～
　　　一部地上にあケーブルについて～
（新）、火災による輻射熱の影響は～
　　　一部地上にあるケーブルについて～

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-添付2-83

図タイトルとして，「図１　建屋外壁表面温度評価モデル」を追記

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-85

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-添付2-84

別紙2-6のうち，天井面についての熱影響検討の各項目に「・」を追記

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-87

同上

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付2-87

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，「・」を追記。

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-3

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）、南東に標高195[m]、
（新）、南東に標高約195[m]、

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-6

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，文末に「。」を追記

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-9

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，「式１で求めた危
険輻射強度となる形態係数Φを，式２より算出する」を追記

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-17

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）（c）
（新）記載なし

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-18

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）・
（新）ⅱ.

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-31

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）、危険限界距離Ｘを100[m]とする。
（新）、危険限界距離Ｘを約100[m]とする。

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-31

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）、火災による影響はないものと評価する。
（新）、爆発による影響はないものと評価する。

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付3-32

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）～ガス爆発による影響の有無は、
（新）～ガス爆発による飛来物の影響の有無は、

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付4-14

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，第4-21表の重複を
修正
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付6-21

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正

（旧）[kg/m2s]

（新）[kg/m2・s]

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付6-29

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）～低減がないものとする。
（新）～低減が無いものとする。

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付6-55

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，「。」を追記

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.10.0）

6条（外火）-別添1-添付7-5～8

記載の適正化
（旧）原子炉建屋，循環水ポンプ建屋及び原子炉補助建屋等の合計値
（新）原子炉建屋，循環水ポンプ建屋，原子炉補助建屋等の合計値

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付7-4～7

同上

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付7-45

比較対象とした女川原子力発電所２号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）様式7－8
（新）別紙7－8

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別1-添付7-58

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）１）
（新）（１）

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.10.0）

6外火-別3-1

比較対象とした大飯発電所３／４号炉の記載について，下記の誤記を修正
（旧）る。
（新）記載なし
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

全般

図表番号を以下の通り修正した。
旧：図●，表●
新：第●図，第●表

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

全般

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

全般

図表番号を以下の通り修正した。
旧：第●.●-●図,第●.●-●表
新：第●.●.●図,第●.●.●表

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

全般

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

全般

以下の記載を修正した。（下線部参照）
誤:、
正：，

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

全般

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

<概要>

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又
は運用等について
新：追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備，
運用等について

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-1

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-4,23

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設及び
設備等
新：安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設，設
備等

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-4,28

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-6

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：建屋による防護及び構造健全性の維持等により安全機能を損なわない設
計とする。
新：建屋による防護，構造健全性の維持等により安全機能を損なわない設計
とする。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-6

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-8
6条(火山)-別添1-31

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：降下火砕物の特徴及び評価対象施設等の構造や設置状況等を
　　…
新：降下火砕物の特徴，評価対象施設等の構造や設置状況等を…

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-10
6(火山)-別添1-34

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-12
6条(火山)-別添1-36

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学
　　的影響（腐食）等により…
新：電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞），化学的
　　影響（腐食）等により…

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-14
6(火山)-別添1-42

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-48

以下の参考文献の記載の改行位置を修正した。
(48)浅森浩一・梅田浩司(2005)：地下深部のマグマ・高温流体等の地球物理
学的調査技術―鬼首・鳴子火山地域および紀伊半島南部地域への適用―，原
子力バックエンド研究，11， p.147－p.156
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-3

第1.2.2図において不要な線が混入していたため削除したうえで貼りなおし
た。

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-6

同上

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-4

「大飯発電所３／４号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：…（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第五号）」第6条において，
外部からの衝撃による損傷防止として，「安全施設は，想定される自然現象
（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない
ものでなければならない。」としており，

新：…（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第五号）第6条において，外
部からの衝撃による損傷防止として，「安全施設は，想定される自然現象
（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない
ものでなければならないとしており，

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-8

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：密度0.7g／cm3（乾燥状態）～1.5g／cm3（湿潤状態）と設定した。

新：密度0.7g／cm3（乾燥状態）～1.5g／cm3（湿潤状態）と設定した。

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-8

以下の記載を追記した。（下線部参照）
旧：（記載なし）
新：（補足資料－20）

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-11

「女川原子力発電所２号炉」欄及び「泊発電所３号炉」欄
以下の記載を追記した。（下線部参照）
旧：（記載なし）
新：（補足資料－20）

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-9

「大飯発電所３／４号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：津波堆積物調査結果，文献調査結果から設定
新：津波堆積物調査結果等から文献調査結果から設定
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0） 6条(火山)-別添1-30

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：中央制御室空調装置の系統概略図，安全補機開閉器室空調系統の系統概
略図

新：中央制御室空調装置の系統概要図，安全補機開閉器室空調系統の系統概
要図

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-33

同上

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-31,32

「大飯発電所３／４号炉」欄
以下の記載を追記した。（下線部参照）
旧：（記載なし）
新：枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-42

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：原子炉建屋，タービン建屋および制御建屋は，
新：原子炉建屋，タービン建屋及び制御建屋は，

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-38

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：取替又は清掃が可能な構造とすることで，
新：取替え又は清掃が可能な構造とすることで，

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-45

「女川原子力発電所２号炉」欄及び「泊発電所３号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：取替又は清掃が可能な構造とすることで，
新：取替え又は清掃が可能な構造とすることで，

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0） 6条(火山)-別添1-46

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：(1) 降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備に長期間降下火砕物
による荷重を掛け続けないこと，～降下火砕物の除去を適切に実施する手順
を定める。
新：(1)発電所内に降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備等に長期
間降下火砕物による荷重を掛け続けないこと，～降下火砕物の除去に係る手
順を定める。

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-54

「女川原子力発電所２号炉」欄及び「泊発電所３号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：(1) 降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備に長期間降下火砕物
による荷重を掛け続けないこと，～降下火砕物の除去を適切に実施する手順
を定める。
新：(1) 発電所内に降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備等に長期
間降下火砕物による荷重を掛け続けないこと，～降下火砕物の除去に係る手
順を定める。
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33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-54

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：(3) 降灰が確認された場合には，～フィルタの差圧を確認するととも
に，状況に応じて取替え又は清掃を実施する手順を定める。
新：(3) 降灰が確認された場合には，～フィルタ差圧を確認するとともに，
状況に応じて清掃や取替えを実施する手順を定める。

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0） 6条(火山)-別添1-46

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：(4) 降灰が確認された場合には，～平型フィルタの差圧を確認するとと
もに，状況に応じて取替え又は清掃を実施する手順を定める。
新：(4) 降灰が確認された場合には，～平型フィルタ差圧を確認するととも
に，状況に応じて清掃や取替えを実施する手順を定める。

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-54

同上

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-45

第4.7.7.1図中の以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：換気空調設備のフィルタの差圧確認，取替え又は清掃等
新：換気空調設備のフィルタの差圧確認，取替え，清掃等

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-53

同上

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0） 6条(火山)-別添1-個別1-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第２図　ディーゼル発電機燃料油貯油槽トレンチの配置及び構造概略図
新：第２図　燃料油貯油槽トレンチ上部のコンクリート蓋及び鋼製蓋の概略
配置図

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

とりまとめた資料-5
6(火山)-別添1-個別1-3

同上

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-個別2-5

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：なお，ｆ腐食の影響については，日常の保守管理等により，状況に応じ
て補修が可能な設計とする。
新：なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常の保守管理等によ
り，状況に応じて補修が可能な設計とする。
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41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別3-2

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第１図　原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ
新：第１図　原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ構造図

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

とりまとめた資料-3
6(火山)-別添1-個別3-2

同上

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別3-2

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第２図　原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ　ブローライン概略
新：第２図　原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ　ブローライン系統
概要図

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

とりまとめた資料-3
6(火山)-別添1-個別3-2

同上

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別3-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第３図　原子炉補機冷却水冷却器
新：第３図　原子炉補機冷却水冷却器構造図

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） とりまとめた資料-4

6(火山)-別添1-個別3-3

同上

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-個別4-1

「大飯発電所３／４号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：記載なし
新：火山灰によるディーゼル発電機への影響について以下のとおり評価す
る。

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別4-2

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：潤滑油系統
新：潤滑油系
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49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-個別4-2

同上

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別4-4

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第１図　ディーゼル発電機機関の吸入空気の流れ
新：第１図　ディーゼル機関吸気系系統概要図

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-個別4-3

同上

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別4-5

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：燃料油系統
新：燃料油系

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-個別4-4

同上

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-個別7-2

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：安全保護系計装盤及び非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）が
設置されているエリアは，
新：計測制御用電源設備及び非常用所内電気設備が設置されているエリア
は，

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-個別8-4

「大飯発電所３／４号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：火山灰が排気筒に侵入した場合でも内部の点検や除去が可能であり、
新：火山灰が排気筒に侵入した場合でも、内部の点検や除去が可能であり、

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別11-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：排気管の構造を第２図に各々示す。
新：排気管の構造図を第２図に各々示す。
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57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-個別11-1

同上

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-個別11-2

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第２図　タービン動補助給水ポンプ排気管の構造
新：第２図　タービン動補助給水ポンプ排気管の構造図

59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-個別11-2

同上

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足5-3

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：吸気バグフィルタの閉塞までの灰捕集容量は設計値である粉塵保持容量
g/枚に対して□倍程度となった。
新：吸気バグフィルタの閉塞までの灰捕集容量は設計値である粉塵保持容量
□g/枚に対して□倍程度となった。

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-補足6-1
6条(火山)-別添1-補足14-1,2

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：概略系統図
新：系統概要図
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62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足6-1
6(火山)-別添1-補足14-1

同上

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-補足7-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：３. 試験項目及び判定基準等
新：３. 試験項目，判定基準等

64

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-補足7-2

同上

65

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足7-3

水分試験でカールフィッシャー式電量滴定法を採用した理由について相違理
由欄に追記した。

66

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-目次
6条(火山)-別添1-補足13-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：13. 重大事故等対処設備に対する考慮について
新：13. 重大事故等対処設備への考慮について

67

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-3
6(火山)-別添1-補足13-1

「女川原子力発電所２号炉」欄及び「泊発電所３号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：13. 重大事故等対処設備に対する考慮について
新：13. 重大事故等対処設備への考慮について

68

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-補足13-13～16

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：可搬型温度計測装置
新：可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温度）
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69

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足13-12～15

同上

70

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-補足13-18

「女川原子力発電所２号炉」欄
表１降下火砕物に対する重大事故等対処設備の影響評価（8/9）のうち第57
条（電源設備）の下段に凡例を追加した。

71

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-2,4

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：高橋※2の論文によると，年最深積雪の100年再現期間期待値と積雪荷重
の荷重係数の関係に対して，～組み合わせる積雪量は約2.2cm（43cm×
0.05）と算出される。
新：高橋※2の論文によると，年最大積雪深の100年再現期間期待値と積雪荷
重の荷重係数の関係に対して，～組み合わせる積雪深さは約2.2cm（43cm×
0.05）と算出される。

72

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0） 6条(火山)-別添1-補足17-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：高橋※2の論文によると，年最深積雪の100年再現期間期待値と積雪荷重
の荷重係数の関係に対して，～組み合わせる積雪量は約26.5cm（189cm×
0.14）と算出される。
新：高橋※2の論文によると，年最大積雪深の100年再現期間期待値と積雪荷
重の荷重係数の関係に対して，～組み合わせる積雪深さは約26.5cm（189cm
×0.14）と算出される。

73

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-補足17-4

同上

74

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-2,5

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：(3)観測記録により年最深積雪の平均値を求めた楊合
～最寄りの気象観測所における年最深積雪の平均値を求める方法がある。～
石巻における年最深積雪の平均値は～確認した。

75

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-補足17-4

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：(3)観測記録により年最深積雪の平均値を求めた楊合
～最寄りの気象観測所における年最深積雪の平均値を求める方法がある。～
石巻における年最深積雪の平均値は～確認した。
～観測記録により年最深積雪の平均値を求めた場合（75.2cm）が最も大きな

76

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-5

同上
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77

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-3,5,7

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：以上の検討より，～降下火砕物の荷重に組み合わせる積雪荷重の積雪量
は，～石巻地域における年最深積雪の平均値（17.0cm）を採用する方針とす
る。
新：以上の検討より，～降下火砕物の荷重に組み合わせる積雪荷重の積雪深

78

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-補足17-4

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：以上の検討より，～降下火砕物の荷重に組み合わせる積雪荷重の積雪量
は，～石巻地域における年最深積雪の平均値（75.2cm）を採用する方針とす
る。
新：以上の検討より，～降下火砕物の荷重に組み合わせる積雪荷重の積雪深
さは，～石巻地域における年最大積雪深さの平均値（75.2cm）を採用する方

79

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-5,7

同上

80

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0） 6(火山)-別添1-補足17-4

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：火山（降下火砕物）と積雪の組合せは補足資料－19に示すように，～設
定している。
新：火山（降下火砕物）と積雪の組合せは補足資料－17に示すように，～設
定している。

81

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-5

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：評価結果は第１表に示すとおりであり，～を確認した。
新：評価結果は表１に示すとおりであり，～を確認した。

82

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-6

「女川原子力発電所２号炉」欄
表１の注記に以下の追記をした。また，旧※2は※3に修正した。（下線部参
照）
旧：（記載なし）

新：※2：2547（N/m2）が全て積雪荷重と想定した場合には積雪深さ約 127

㎝に相当する。（2547（N/m2）/20（N/（m2･cm））＝127.4（㎝））

83

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足17-6

「女川原子力発電所２号炉」欄
文末に以下の追記をした。（下線部参照）
旧：（記載なし）
新：以上

84

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足20-2

「女川原子力発電所２号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：「竜巻」，「火山の影響」の2つの外部事象に津波は随伴せず，～津波
防謹施設等の機能が要求される時には～実施する
新：「竜巻」，「火山の影響」の2つの外部事象に津波は随伴せず，～津波
防護施設等の機能が要求される時には～実施する
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85

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.11.0）

6条(火山)-別添1-補足24-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：重大事故対処設備並びにアクセスルート等に対する…
新：重大事故対処設備，アクセスルート等に対する…

86

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足24-1

同上

87

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

6(火山)-別添1-補足29-1

「大飯発電所３／４号炉」欄
以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：換気空調設備のフィルルタについても、
新：換気空調設備のフィルタについても、

88

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

とりまとめた資料-1

1-2）設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載
の充実を行った箇所と理由の以下の記載を修正した（下線部参照）
旧：d. 当社が自主的に変更したもの　：１件
　　・評価対象施設のうち～6条（竜巻）別添資料-1添付１.２別紙５
　　　と同等な図面を追加した。
新：d. 当社が自主的に変更したもの　：３件
　　・評価対象施設のうち～6条（竜巻）-別添1-添付1.2-35と同等
　　　な図面を追加した。

89

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.11.0）

とりまとめた資料-1

1-3）バックフィット関連事項の以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：気中降下火砕物対策の検討 【別添１添付１ 補足資料-15】
新：気中降下火砕物対策の検討 【別添１ 補足資料-15】
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第7条　発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止
（DB07-9 r.8.0）

P.7-11

女川原子力発電所２号炉の以下の記載を修正しました。（下線部参照）
（旧）（以下，「防護区域」という。）
（新）（以下「防護区域」という。）

第7条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料7-添付1-6

以下の図面について、記載の適正化を行いました。
第5図の記載のうち、中間床であるグレーチング部が分かるよう、図面内に
「中間床（グレーチング部）」の注釈を追記しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資7-添1-6 同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-39
8条-別添1-資料1-63

以下のとおり、記載の適正化を行いました。また、比較表については差異理
由の記載も適正化しました。
（旧）屋外の消火配管は，凍結防止のため埋設を基本とし
（新）屋外消火配管は，地上若しくはトレンチに設置又は埋設し

（旧）耐震性の確保を確認する設計とする。
（新）耐震性を確保した設計とする。

（旧）建屋間の洞道内に敷設することで
（新）建屋間のトレンチ内に敷設することで

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8-とりまとめた資料-11
8条-本-61

8条-別1-資1-108
同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-45
8条-別添1-資料1-73

以下のとおり、記載の適正化を行いました。また、比較表については差異理
由の記載も適正化しました。
（旧）ケーブルトレイへの蓋の設置
（新）ケーブルトレイへの金属製の蓋の設置

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-本-75
8条-別1-資1-128

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料1-参考3-3

以下のとおり、第１表の誤記修正を行いました。
（誤）消火器の破損，誤作動又は誤操作による安全機能への影響
（正）消火設備の破損，誤作動又は誤操作による安全機能への影響

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資1-参3-4 同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資2-添5-23

8条-別1-資8-33,34

以下のとおり、誤記修正を行いました。
（誤）B-蒸気発生器水位（広域）（Ⅰ）
　　　C-蒸気発生器水位（広域）（Ⅰ）
（正）B-蒸気発生器水位（広域）（Ⅱ）
　　　C-蒸気発生器水位（広域）（Ⅲ）

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-別1-資2-添5-12
8条-別1-資8-64,65

同上

第8条 火災による損傷の防止
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11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資7-17

比較のために記載している他電力記載について、以下のとおり、誤記修正を
行いました。
（誤）高浜1/2号炉　別添資料-1 資料6 p.6-10より抜粋
（正）高浜1/2号炉　別添資料-1 資料6 p.6-12より抜粋

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資7-18

比較のために記載している他電力記載について、以下のとおり、誤記修正を
行いました。
（誤）高浜1/2号炉　別添資料-1 資料6 p.6-10より抜粋
（正）高浜1/2号炉　別添資料-1 資料6 p.6-11より抜粋

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-別1-資8-32

比較のために記載している他電力記載について、以下のとおり、誤記修正を
行いました。
（誤）また，この発熱速度に相当する潤滑油の漏えい量は，
（正）また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，

（誤）原子炉格納容器内の油内包機器については，
（正）原子炉格納容器内の潤滑油内包機器については，

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資8-添1-1

比較のために記載している他電力記載について、以下のとおり、誤記修正を
行いました。
（誤）以下の機能を達成するための手段（安全停止パス）を、
（正）以下の機能を達成するための手段（成功パス）を、

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資8-添2-6

比較のために記載している他電力記載について、以下のとおり、誤記修正を
行いました。
（誤）長期間高温にさらされると劣化する。
（正）長時間高温にさらされると劣化する。

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-別1-資8-添3-5

比較のために記載している他電力記載について、以下のとおり、誤記修正を
行いました。

（誤）その面積あたりの放水量（約13.7/分/m2）は、スプリンクラー（約

3.2/分/m2）の約4倍である。

（正）その面積あたりの放水量（約13.7ℓ/分/m2）は、スプリンクラー（約

3.2ℓ/分/m2）の約4倍である。

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料7-添付1-5

以下の図面について、記載の適正化を行いました。
第3図の記載のうち、タービン動補助給水ポンプ起動盤トレンAと補助給水ポ
ンプ出口流量調節弁盤トレンAのエリアに新たに設置する火災区画を明記し
ました。

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資7-添1-6 同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料5-添付4-30

別紙１の記載について、誤記修正を行いました。
（誤）消火器又は消火栓
（正）全域ハロゲン化物消火設備（消火困難，系統分離）

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資5-添4-30 同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-70

以下の図面について、記載の最新化を行いました。
第10.5.4図の記載のうち、原子力安全・品質保証室員の役割について、所内
体制の変更に合わせ最新化を図りました。
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22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-本-111 同上

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-別1-資2-添2-1

以下のとおり、記載の適正化（統一）を行いました。
（旧）・大飯は泊との差異
　　　・女川は泊との差異
　　　・泊は女川のとの差異
（新）・大飯は泊との相違
　　　・女川は泊との相違
　　　・泊は女川のとの相違

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資4-添1-5,6

以下のとおり、大飯の表の記載が一部抜けていましたので追加しました。
添付資料２の燃焼試験結果速報の表の追加。

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資6-添3-1

以下のとおり、大飯の記載に誤記がありましたので、修正しました。
（誤）消火設備の地震時の機能
（正）消火設備の地震時の機能維持

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資7-添10-16,17

以下のとおり、大飯の火災区域区画図の記載が一部抜けていましたので追加
しました。
海水管トンネルエリアと廃棄物庫の火災区域区画図を追加しました。

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料2-添付4-6

以下の図面について、記載の最新化（他条文の反映）を行いました。
第4図 直流電源設備の遮断器とメカニカルインターロックによる分離の記載
について、他条文での変更に合わせ最新化を図りました。

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資2-添4-6 同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料7-添付5-10

以下のとおり、誤記修正を行いました。
（誤）告示第1369号第一の二に準拠
（正）告示第1369号第一の三のロに準拠

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資7-添5-30 同上

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-55,64
8条-別添1-資料2-16,17
8条-別添1-資料7-12

8条-別添1-資料7-添付-4-9
8条-別添1-資料8-59,60,61

8条-別添1-資料9-4,6,7,8,11

以下のとおり、社内ルールに則り、記載の統一を図りました。
（旧）概略
　　　概略配置図
　　　概略図
（新）概要
　　　概要図
　　　概要配置図

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-本-87,103
8条-別1-資2-24,25
8条-別1-資7-19

8条-別1-資7-添4-10
8条-別1-資8-100,101,102

8条-別1-資9-4,6,8,10,11,15,16

同上
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33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-55,65

以下のとおり、社内ルールに則り、記載の統一を図りました。
（旧）主要機器仕様
（新）主要仕様

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-本-87 同上

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

補足説明資料＜概要＞の項（ページ附番
なし）

8条-14,15,20,54,55,56,63
8条-別添1-資料1-

8,12.24,27,37,52,86,87,88,96
8条-別添1-資料5-3
8条-別添1-資料8-7
8条-別1-資料9-12

以下のとおり、社内ルールに則り、記載の統一を図りました。
”等”を付ける場合には，”及び”，”並びに”，”又は”，”若しくは”
で接続するのではなく，”，”で接続することで、記載を統一しました。

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-本-2
8条-本-14,16,23,85,87,102

8条-別1-資1-
17,22,43,44,48,93,152,153,159

8条-別1-資5-6
8条-別1-資8-11

8条-別1-資9-16,17

同上

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-39
8条-別添1-資料1-63

8条-別添1-資料6-添付12-6

以下のとおり記載の適正化を図りました。
（旧）建屋貫通部付近の接続部
（新）建屋接続部

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8-とりまとめた資料-11
8条-本-61

8条-別1-資1-108
8条-別1-資6-添12-5

同上

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-39
8条-別添1-資料1-63

以下のとおり記載の適正化を図りました。
（旧）屋外の埋設消火配管については，「原子力発電所の火災防護規程
（JEAC4626-2010）」により耐震性の確保を確認する設計とする。なお，給
排水処理建屋からタービン建屋への消火配管，建屋間の洞道内に敷設するこ
とで地盤変位の影響を直接受けない設計とする。
（新）屋外の埋設消火配管については，「原子力発電所の火災防護規程
（JEAC4626-2010）」により耐震性を確保した設計とする。なお，給排水処
理建屋からタービン建屋への消火配管は，建屋間のトレンチ内に敷設するこ
とで地盤変位の影響を直接受けない設計とする。

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-本-61
8条-別1-資1-108

同上

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料6-添付2-4,5,6

以下のとおり女川と同様な図面を追加し、記載の適正化を図りました。ま
た、図面の追加により、図番の通し番号についても修正しています。
（旧）記載なし
（新）「第5図：油内包機器の早期感知・起動対策の概要」と「第6図：油内
包機器の早期感知・起動対策の概要」を新規追加
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42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資6-添2-6,7,8 同上

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-別添1-資料10-添付3-4
8条-別添１-資料10-添付4-13
8条-別添1-資料10-添付5-3

8条-別添3-添付1-3

火災区画の変更（ほう酸ポンプ室及びダクトスペース部）について、火災区
画特性表等へも反映を実施しました。

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-別1-資10-添3-5
8条-別1-資10-添4-13
8条-別1-資10-添5-3

8条-別3-添1-3

同上

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-別添1-資料1-33,54,61,62
8条-別添1-資料1-参考4-3,4
8条-別添1-資料1-参考6-3
8条-別添1-資料6-添付9-24
8条-別添1-資料6-添付12-4

屋外図面の最新化を図りました。

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-別1-資1-54,96,106,107
8条-別1-資1-参4-4,5
8条-別1-資1-参6-3
8条-別1-資6-添9-25
8条-別1-資6-添12-3

同上

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-19,45
8条-別添1-資料1-19,74

以下のとおり、社内ルールに則り、記載の統一を図りました。
○○系，○○設備，○○系統の記載について，流路の場合は「系」，設備の
場合は「設備」とし，原則「系統」については使用しない。

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8条-とりまとめた資料-2
8条-本-22,75

8条-別1-資1-37,129
同上
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49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-別添1-資料6-添付12-7,8

以下のとおり，屋外の埋設水消火配管の地盤変位対策について記載の充実化
を行いました。
（旧）記載なし
（新）5.屋外の水消火配管の地盤変位対策について
屋外の水消火配管の地盤変位対策については，「中越沖地震における原子力
施設に関する調査・対策委員会中越沖地震における原子力施設に関する自衛
消防及び情報連絡・提供に関するＷＧ　報告書（平成20年2月　中越沖地震
における原子力施設に関する調査・対策委員会）」において，中越沖地震に
伴う消火配管の損傷状況として，「埋設配管に地盤沈下等により局部的に大
きな変位が発生し機械継手部は完全破断，溶接継手部は損傷はあるが漏洩は
微小」であったことから，「地盤変位対策として，地上化，トレンチ内設
置，フレキシブル継手や溶接継手等を最優先で行うべきであり，中越沖地震
で被害が集中した建屋接続部の機械式継手は廃止すべきである。」とされて
いる。
　このため，泊３号炉の屋外水消火配管における地盤変位対策として，地上
化又はトレンチ内設置とともに，建屋接続部及びタンク接続部にはフレキシ
ブル継手又は溶接継手を採用する設計としている。加えて，確実な凍結防止
対策を行うため埋設としている水消火配管については，同ＷＧ報告書を踏ま
え高圧ガス導管耐震設計指針に基づき耐震性評価を実施し，必要な耐震性を
有する設計としている。
　また，万一の消火配管の漏えいについては，圧力低下に伴う中央制御室へ
の警報発信により検知し，地上化部は目視，トレンチ内は漏水検知器の動作
による警報発信及び目視，埋設部については消火配管系統の弁開閉操作によ
り圧力低下を確認することで漏えい箇所を特定している。加えて，万一の水
消火配管の損傷を考慮し，移動式消火設備である化学消防自動車及び水槽付
消防ポンプ自動車の配備並びに移動式消火設備による消火水の供給を可能と
するよう建屋外壁に給水接続口を設置している。
　泊発電所３号炉の屋外の水消火配管は以上の地盤変位対策により，十分な
耐震性を有しており，万一の水消火配管の損傷時においても消火活動が可能
な設計としている。

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資6-添12-6 同上

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0）

8条-39
8条-別添1-資料1-63,64

以下のとおり，以下のとおり記載の充実化を行い，比較対象として，大飯欄
に島根2号炉の記載を追加しました。また，現場の状況が分かるよう，図及
び写真についても追加しました。
（旧）記載なし
（新）また，地盤変位対策として，タンク接続部にはフレキシブル継手を採
用することで，地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する設計とする。

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0）

8-とりまとめた資料-11
8条-本-62

8条-別1-資1-108,109
同上

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料1-19

以下のとおり誤記修正を行いました。
（誤）中央制御室へ警報を発砲
（正）中央制御室へ警報を発報
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54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資1-37 同上

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第8条 火災による損傷の防止（DB08 r.7.0） 8条-別添1-資料7-添付5-3

以下のとおり誤記修正を行いました。
（誤）遮炎性を判断基準として耐火性能を有することを確認している。（添
付資料５）
（正）遮炎性を判断基準として耐火性能を有することを確認している。（添
付資料４）

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条 火災による損傷の防止（DB08-9 r.6.0） 8条-別1-資7-添5-7 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 資料全般

記載の適正化として「系統」を「系」に変更した。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 資料全般

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 資料全般

ページ番号の表記を条文間整合のため修正した。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 資料全般

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-6

号炉間で共用する建屋における溢水源の想定につて，女川の審査実績を踏ま
え記載を適正化した。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-13

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-9

地震起因の溢水評価において，循環水管の破損箇所からの津波の流入量を考
慮することを記載した。（柏崎6，7号炉審査実績の反映）

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-19

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-13

機能喪失高さの設定方針について，島根及び女川の審査実績を踏まえ記載を
適正化した。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-26

同上

第9条 溢水による損傷の防止等
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11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添-48，49

使用済燃料ピットのスロッシング解析について，モデル化の考え方および解
析メッシュの考え方について以下の記載を追記した。
・表8-1　解析条件（モデル化範囲）
「建築図からピット及び躯体寸法を読み取り，ピット形状を模擬した。」
・図8-7　使用済燃料ピットの3次元メッシュ図（注記を追加）
「メッシュ設定は，図に示すように気液界面及び建屋構造物不連続部を
密に設定している。」

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-82，84

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-57

・電気建屋内の全ての系統の通水流量を合算し，補機放水路で排出可能であ
ることを記載することとした。（図10-1の※に追記）
・上記により，一次系放水ピットの最大水位はT.P.8.2mとなるが，電気建屋
の溢水水位として設定している原子炉補機冷却海水放水路の流路開口上端の
T.P.8.7mに対しては十分な保守性を確保できている。

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-98，99

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-62
9条-別添1-補足36-2，5，11

泊発電所屋外図面の更新に伴う図面の差し替え

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0）

9-別添1-104
9-別添1-補36-5，8，16

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-66

13項の地下水による影響評価のうち、地下水排水設備が設置されていない建
屋として項目を分けていた「（３）燃料油貯油槽タンク室について」及び
「（４）取水ピットポンプ室について」は、地下水排水設備の機能に期待で
きない点が共通である「（２）湧水ピットポンプ停止時における地下水によ
る影響」に含めて記載することに適正化している。

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-111

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付2-1

資料名称において，「２．１」を削除。

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添2-1

同上
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21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付6-17

系統名称の統一による記載適正化
旧：非常用電源系
新：非常用所内電源系

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添6-23

同上

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付6-1

9条-別添1-添付6-5

誤記訂正
①誤：「～シールするものでるため，～」
　正：「～シールするものであるため，～」
②誤：「過酷」
　正：「苛酷」

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添6-1，10

同上

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-添付9-1
9条-別添1-添付9-2

高圧注入ポンプ室内の止水板は，没水評価にて期待しなくても評価が成立す
ることを確認できたため，止水に期待する設備から削除した。

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0）

9-別添1-添9-1
9-別添1-添9-2

同上

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付12-4

以下のとおり，記載を適正化した。
「タービン発電機系統」を「固定子冷却水処理装置」と「密封油処理装置」
に分けて記載した。

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添12-4

同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添13-16

以下のとおり，修正した。
誤：図3 HSCR-003 解析モデル図（STPA23 最小裕度の範囲）(2/2)
正：図3 HS-003 解析モデル図（STPT38 最小裕度の範囲）(2/2)

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添13-17

誤記修正
①誤：地震応力の算出に当たっては
　正：地震応力の算出にあたっては
②誤：等分布質量の連続はり
　正：等分布質量の連続梁

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付13-10

誤記修正
誤：４．具体的な評価手順
正：４．評価手順
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32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添13-18

同上

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0）

9-別添-添13-19

誤記修正（鍵括弧の付け忘れ）
誤：「電源開発株式会社大間原子力発電所第1号機の工事計画認可申請に係
る意見聴取会（機器・配管系）（第2回）意見反映版 資料４ 機器・配管系
の設計用減衰定数について
正：「電源開発株式会社大間原子力発電所第1号機の工事計画認可申請に係
る意見聴取会（機器・配管系）（第2回）意見反映版 資料４ 機器・配管系
の設計用減衰定数について」

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-添付15-1

内面ライニング管のうち，肉厚測定の対象から除外しているものについて
は，ガイドの記載を踏まえ，以下のとおり記載を適正化した。

修正前
海水系統のような内面ライニング配管については，対象外とする。

修正後
海水系統のような内面ライニング配管のうち損傷状態を非破壊検査によって
定期的に確認している部位については，対象外とする。

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9条-別添1-添15-3

同上

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付15-8

肉厚測定結果については詳細設計段階で示すことにして，表3を削除してい
たが，追而扱いで表3を示すことにした。

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添15-12

同上

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付16-4

「表10 出入管理建屋 系統別溢水量（地震起因）」のうち「原子炉補給水系
（脱塩水）」の「系統溢水量」の誤記訂正。
誤「440.7」⇒正「340.7」

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添16-13

同上

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-添付19-1
9条-別添1-補足17-5
9条-別添1-補足20-10
9条-別添1-補足21-2,3

用語を統一した。
旧：抽出配管
新：化学体積制御系（抽出配管）

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0）

9-別添1-添19-2
9-別添1-補5-2

9-別添1-補20-10
9-別添1-補21-3,4

同上
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42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-添付21-1

消火栓からの溢水量について，消火栓２箇所からの放水を想定していること
が分かるように記載を適正化した。
修正前
・屋内消火栓からの溢水量

溢水量（屋内消火栓）＝18.0[m3/h]×放水時間
・屋外消火栓からの溢水量

溢水量（屋外消火栓）＝46.8[m3/h]×放水時間

修正後
・屋内消火栓からの溢水量
溢水量（屋内消火栓）＝150［L/min］×２箇所×放水時間
・屋外消火栓からの溢水量
溢水量（屋外消火栓）＝390［L/min］×２箇所×放水時間

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添21-5

同上

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付24-2

３Ａ，Ｂ－高圧注入ポンプ室の止水板撤去に伴う評価結果の見直しを反映し
た。

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添24-3

同上

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-添付30-3
9条-別添1-添付30-9
9条-別添1-添付30-10
9条-別添1-添付30-12
9条-別添1-添付30-13
9条-別添1-添付30-22
9条-別添1-添付30-34

誤記訂正
①誤：「本評価ガイドは，実用発電用軽水型原子炉施設に適用する」
　正：「本評価ガイドは，実用発電用原子炉及びその附属施設に適用する」
②誤：「火災防護規定」
　正：「火災防護」
③誤：「動作」
　正：「作動」
④誤：「下部」
　正：「下位」
⑤誤：「または」
　正：「又は」
⑥誤：「次式を用いて」
　正：「次式に基づいて」
⑦誤：「算定」
　正：「算出」

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0）

9-別添1-添30-2
9-別添1-添30-8
9-別添1-添30-9
9-別添1-添30-10
9-別添1-添30-11
9-別添1-添30-17
9-別添1-添30-27

同上
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48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9条-別添1-添30-30

消火水放水量の設定について，記載の抜けがあったため修正した。

49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添30-24

同上

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-添付44-1

誤記訂正
①誤：「優位な劣化」
　正：「有意な劣化」

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-添44-1

同上

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足2-1

誤記修正
誤：配管破断箇所
正：配管破損箇所

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補2-3

同上

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足3-28

表番号について，「表5.2」を「表5」に修正（女川２号炉は「表5.1」と
「表5.2」の２つがあるが，泊３号炉では「表5.1」として記載する事項がな
く「表5.2」のみとなることから単純に「表5」とした）。

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補3-52

同上

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-補足3-18

誤記修正（「⑤主給水流量喪失」と「⑨負荷の喪失」の記載が交差する箇
所）
誤：重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため，単独事象である⑥
で代表できる。【抽出事象⑥】
正：重畳事象は⑨により直ちに原子炉トリップするため，単独事象である⑨
で代表できる。【抽出事象⑨】

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補3-20

同上

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足4-3

※1　「主給水喪失」→「主給水流量喪失」に修正。
※3　「原子炉格納容器スプレイ系統　等他設備が必要」→「原子炉格納容
器スプレイ系等の他設備が必要」に修正。
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59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補4-3

同上

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-補足4-13
9条-別添1-補足4-14

テキストボックスの文字が見切れていたのを修正。
「⑦事故時のプラント状態の把握機」→「⑦事故時のプラント状態の把握機
能」

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0）

9-別添1-補4-13
9-別添1-補4-14

同上

62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-補足5-1

設置許可基準規則解釈からの引用部分の記載を見直した（誤記修正含む）
旧：“溢水が発生した場合でも，・・・，停止状態にある場合は，引き続き
その状態を維持できる“を確認する。
新：“溢水が発生した場合でも，・・・，停止状態にある場合は，引き続き
その状態を維持できること”を確認する。

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補5-1

同上

64

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足7-7,8,9

“系統”⇒“系”へ変更したことにより表2の記載を適正化した。
旧：表2を1/4～4/4に分けて記載
新：表2を1/3～3/3に分けて記載

65

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補7-9,10,11

同上

66

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足10-1

誤記を修正した。
誤：添付資料17「想定破損による溢水影響評価結果」
正：添付資料17「想定破損による没水影響評価結果」

67

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補10-1

同上

68

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補12-8

誤記修正
誤：図2
正：図1

69

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足14-1,3

隔離時間の算出において，中央制御室での遠隔停止機能を喪失した場合を考
慮して，現地停止操作に関する時間を含めた算出としていることを明記し
た。
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70

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補14-2,4

同上

71

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0）

9条-別添1-補足21-13,14
9条-別添1-補足23-1～5

記載を適正化した。
旧：補助蒸気系統
新：補助蒸気系配管

72

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0）

9-別添1-補21-19,20
9-別添1-補23-1,3～7

同上

73

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足23-2～5

記載を適正化した。
旧：系統
新：対象配管

74

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補23-3～6

同上

75

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足32-4

止水板撤去に伴う３Ａ－高圧注入ポンプ室の溢水水位を反映した。

76

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補32-4

同上

77

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足34-4,10

消火水放水量の記載を適正化した。
「780L/min」⇒「390L/min×２箇所]

78

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補34-5,10

同上

79

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.11.0） 9条-別添1-補足43-2，3

泊はゆらぎ対策を実施する対象設備が無いことを踏まえ，表１～表３の表題
を「ゆらぎ影響評価結果」に修正した。

80

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.9.0） 9-別添1-補43-3～5

同上
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1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-1，2

目次について，まとめ資料に合わせて別添１の記載を削除し，「別添２」を
「別添」に修正した。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0） ＜概要＞

記載ルール（「又は」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）設備又は運用等について説明する。
（新）設備，運用等について説明する。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-3

同上

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0）

10条-4

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）防火・防災管理業務及び初期消火活動のための体制及び運用方法等に
ついては「10.5 火災防護設備」に示す。
（新）防火・防災管理業務及び初期消火活動のための体制，運用方法等につ
いては「10.5 火災防護設備」に示す。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-6

同上

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0） 10条-8

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）中央制御盤の配置及び操作器具の盤面配置等については
（新）中央制御盤の配置，操作器具の盤面配置等については

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-15

同上

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0）

10条-14

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）電話，FAX及び社内ネットワークシステムに接続されたパソコン等の
公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。
（新）電話，FAX，社内ネットワークシステムに接続されたパソコン等の公
的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-26

同上

第10条 誤操作の防止
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10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0）

10条-16

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）上記のことから，地震及び火災等の環境条件を想定しても，運転員は
容易に操作することができる。
（新）上記のことから，地震，火災等の環境条件を想定しても，運転員は容
易に操作することができる。

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-28

同上

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0）

10条-28

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）また，中央制御室内に設置する制御盤及び工具や可搬型照明を保管す
るキャビネット等は床等に固定することにより，
（新）また，中央制御室内に設置する制御盤，工具や可搬型照明を保管する
キャビネット等は床等に固定することにより，

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-37

同上

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0）

10条-41

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）同一種類で多重化された指示計及び操作器等は，左からＡ，Ｂ，Ｃの
順又は上からＡ，Ｂ，Ｃの順に配置する。
（新）同一種類で多重化された指示計，操作器等は，左からＡ，Ｂ，Ｃの順
又は上からＡ，Ｂ，Ｃの順に配置する。

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-58

同上

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0） 10条-48

用語統一のため，以下の修正を行った。（下線部参照）

（旧）給水系統　蒸気系統　水消火系統　潤滑油系統
（新）給水系　蒸気系　水消火系　潤滑油系

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-69

同上
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18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0）

10条-54

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）
(2) 運転員の教育
QMSに基づいた計画的なシミュレータ訓練（社内，社外）及びOJT教育等によ
り習熟を図り，誤操作防止に努めている。
(4) 操作前打ち合わせ
重要な運転操作や作業等を実施する場合において，事前に操作する運転員と
役職者との打ち合わせを実施し，操作時における注意事項の周知，操作する
上でのリスクの共有及び過去の不適合事象の周知等を実施することで誤操作
防止に努めている。
（新）
(2) 運転員の教育
QMSに基づいた計画的なシミュレータ訓練（社内，社外），OJT教育等により
習熟を図り，誤操作防止に努めている。
(4) 操作前打ち合わせ
重要な運転操作や作業等を実施する場合において，事前に操作する運転員と
役職者との打ち合わせを実施し，操作時における注意事項の周知，操作する
上でのリスクの共有，過去の不適合事象の周知等を実施することで誤操作防
止に努めている。

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-75

同上

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0） 10条-別紙2-37

用語統一のため，以下の修正を行った。（下線部参照）

（旧）図１　１次及び２次冷却設備系統概略図
（新）図１　１次及び２次冷却設備系統概要図

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-129

同上

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第10条 誤操作の防止（DB10 r.12.0）

10条-別紙3-1

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）基本設計とし，仕様，環境条件，品質重要度，工程及び設計取合い境
界等の要求事項を明確にする。
（新）基本設計とし，仕様，環境条件，品質重要度，工程，設計取合い境界
等の要求事項を明確にする。

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-146

同上

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

全般

「泊発電所３号炉，大飯発電所３／４号炉」欄

マスキング箇所に係る公開不可の注意事項について，まとめ資料と同様の記
載を比較表にも記載した。
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25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0） 10-1

「大飯発電所３／４号炉」欄

以下の脱字を修正した。（下線部参照）
（旧）第10条　誤操作の防止
（新）第10条：誤操作の防止

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-1

「大飯発電所３／４号炉」欄

目次の2.2項と2.5項の間に2.3項を追加し，記載を適正化した。

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0） 10-11

「大飯発電所３／４号炉」欄

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）規程類
（新）規定類

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-14，15，21

「大飯発電所３／４号炉，女川原子力発電所２号炉」欄

記載の統一のため，設置許可引用枠を破線から実線に変更した。

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-16

「女川原子力発電所２号炉」欄

以下の誤記を修正した。（下線部参照）
（旧）(3) 中央制御室内での操作が困難な場合には，中央制御室以外から
も，発電用原子炉をスクラム後の高温状態から低温状態に容易に導けるよう
にする。
（新）(3) 中央制御室内での操作が困難な場合には，中央制御室以外から
も，原子炉をスクラム後の高温状態から低温状態に容易に導けるようにす
る。

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0） 10-16，25

「女川原子力発電所２号炉」欄

26条の範囲において，女川10条まとめ資料にはない記載を比較表に引用して
いることを明記した。

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-19，20，21

「大飯発電所３／４号炉，女川原子力発電所２号炉」欄

26条の範囲において，設置許可引用枠の範囲を適正化した。

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-56

「大飯発電所３／４号炉」欄

以下の脱字を修正した。（下線部参照）
（旧）②プラントの異常時、プラントを安全に保つために必要なもの
（新）②プラントの異常時、プラントを安全に保つために必要なもの。

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第10条 誤操作の防止（DB10-9 r.11.0）

10-65

「女川原子力発電所２号炉」欄

箇条書きに不要な３つめの「・」を削除した。
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第11条 安全避難通路等（DB11 r.12.0）

表紙
11条-別添-1,2

ページ付番を修正した。（下線部参照）
（旧）別添１
（新）別添

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.11.0）

11-1
大飯発電所欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）第11条：安全避難通路等について
（新）第11条　安全避難通路等

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.11.0） 11-5

大飯発電所欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）1.1.1 安全設計の基本方針　1.1.1.10 避難通路，照明，通信連絡設
備
（新）1.1.1.10 安全設計の基本方針　避難通路、照明、通信連絡設備

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.11.0）

11-8
大飯発電所欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）…所内低圧系統より…
（新）…所内低圧系より…

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.11.0）

11-11
女川発電所欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）…手順を定め適切な…
（新）…手順を定め，適切な…

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.11.0）

11-12
女川発電所欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）…作業場所及び，安全施設が…
（新）…作業場所，及び安全施設が…

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.11.0）

11-14,16 大飯発電所欄の表転記漏れを訂正した。

第11条 安全避難通路等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

目次

以下のとおり記載を修正した。（下線部参照）
旧：別添1　泊発電所３号炉　運用，手順説明資料　（安全施設）
新：別添　 泊発電所３号炉　運用，手順説明資料　安全施設

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12⁻3

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

12条-13

以下のとおり記載を修正した。（下線部参照）
旧：…当該設備に対する多重性の要求は適用しない。設計に当たっては，格納容器
再循環サンプ水位の確認により，事故時の再循環水のほう素濃度が未臨界ほう素濃
度以上であることを確認でき．…
新：…当該設備に対する多重性の要求は適用しない。設計に当たっては，原子炉冷
却材喪失後24時間が経過した時点で燃料取替用水ピットからのほう酸水が炉心に注
入されているため，格納容器再循環サンプ水位の確認により，注入されるほう酸量
を把握し炉水中のほう素濃度が未臨界維持に必要なほう素濃度以上であることを確
認でき，…

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12⁻27

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

12条－21

以下のとおり記載を修正した。（下線部参照）
旧：…当該設備に対する多重性の要求は適用しない。設計に当たっては，格納容器
再循環サンプ水位の確認により，事故時の再循環水のほう素濃度が未臨界ほう素濃
度以上であることを確認でき．…
新：…当該設備に対する多重性の要求は適用しない。設計に当たっては，原子炉冷
却材喪失後24時間が経過した時点で燃料取替用水ピットからのほう酸水が炉心に注
入されているため，格納容器再循環サンプ水位の確認により，注入されるほう酸量
を把握し炉水中のほう素濃度が未臨界維持に必要なほう素濃度以上であることを確
認でき，…

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12⁻38

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-47

大飯の欄に，比較のため別添１ ７．を貼り付けた。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-66

大飯の欄の「…解体※場所‥」の※を上付きに修正した。

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

12条-46

作業環境中での作業性低下を考慮し，ダクト修復の概略工程を見直した。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-70

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12－68，69

大飯の欄に，比較のため別添１　２．６を貼り付けた。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-76

大飯の欄の「…7ⅿ3／min‥」の3を上付きに修正した。

第12条 安全施設
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13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-99

大飯の欄の「…格納容器圧力（ＰＣＶ）‥」のＣＶを下付きに修正した。

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-109

記載内容比較のため，伊方３号機まとめ資料添付１を貼り付け，相違理由を記載し
た。

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-146

大飯の欄の（注記１）及び（注記２）を上付きに修正した。

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

12条-94

作業環境中での作業性低下を考慮し，ダクト修復の概略工程を見直した。

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-132 同上

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-150

大飯の欄の「…設備を抽出（※）」の※を上付きに修正した。

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-別紙1-2-104,105

大飯の欄に，比較のため別添１　５．を貼り付けた。

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

12条-別紙1-12-11

アルミ使用量見直し無しでの現行の安全解析と静的単一故障に係る記載を削除した
（伊方３号炉と同様な記載内容にした）。

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

12条-別紙1-12-13，14

表４において，アルミ使用量見直し無しでの静的単一故障発生を想定した解析に関
する記載を削除した（伊方３号炉と同様な記載内容にした）。

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-別紙1-12-10～15

記載内容比較のため，伊方３号機まとめ資料添付１を貼り付け，相違理由を記載し
た。

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-別紙1-12-12～14

表４において，アルミ使用量見直し無しでの静的単一故障発生を想定した解析に関
する記載を削除した（伊方３号炉と同様な記載内容にした）。

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

12条-別紙1-12-14

※１の記載内容を修正した。
旧：図9-6
新：図6

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-別紙1-12-14

同上

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-別紙1-12-32

大飯の欄の「（２）漏えいの計算方法（１）」の（１）を上付きに修正した。

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-別紙1-12-37

大飯の欄の以下のとおり記載を修正した。（下線部参照）
旧：…別紙３…
新：…添付資料３…

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.10.0）

別添　表紙

以下のとおり記載を修正した。（下線部参照）
旧：別添1　泊発電所３号炉　運用，手順説明資料　（安全施設）
新：別添　 泊発電所３号炉　運用，手順説明資料　安全施設

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.9.0）

12-別添-1 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.13.0） ＜概要＞

記載ルール（「又は」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）設備又は運用等について説明する。
（新）設備，運用等について説明する。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-4

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.13.0）

14条-7

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）非常用の計装用インバータ（無停電電源装置）及びその他制御盤の待
機電力等
（新）非常用の計装用インバータ（無停電電源装置），その他制御盤の待機
電力等

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-11

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.13.0） 14条-16，17

用語統一のため以下の修正を行った。（下線部参照）

（旧）主要機器仕様
（新）主要仕様

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-21，22

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.13.0） 14条-23，44，47

57条の記載と整合させるため，以下の修正を行った。（下線部参照）

（旧）中央制御室又は中央制御室に隣接する安全系計装盤室
（新）中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-28，50，53

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.13.0）

14条-39

26条の設備名称と整合させるため，以下の修正を行った。（下線部参照）

（旧）外の状態を監視する設備は，監視カメラ（構内監視カメラ，津波監視
カメラ），潮位計，取水ピット水位計，気象観測設備及び気象庁の警報情報
を受信するための端末等があり，
（新）外の状況を把握する設備は，監視カメラ（構内監視カメラ，津波監視
カメラ），潮位計，取水ピット水位計，気象観測設備，公的機関から気象情
報を入手できる設備があり，

第14条 全交流動力電源喪失対策設備
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10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-44

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.13.0） 14条-48，51

記載ルール（「及び」と「等」の併記不可）に基づき以下の修正を行った。
（下線部参照）

（旧）表示灯及び警報監視等
（新）表示灯，警報監視等

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-54，57

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.13.0） 14条-別紙8-2～6

別紙８の第１図～第５図を57条添付資料の図に合わせて最新化した。

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-81～83

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.11.0）

14-54，57，64，72，73

「女川発電所２号炉」欄

マスキング箇所に係る公開不可の注意事項について，まとめ資料と同様の記
載を比較表にも記載した。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-3

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）新規制基準に伴う追加要求事項を明確化する
（新）新規制基準に伴う追加要求事項を明確化する。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-43

「大飯発電所３／４号炉」欄

以下の記載を追加しました。
（新）【まとめ資料作成範囲外のため。設置許可（令和3年5月）より引用】
↓
（新）【まとめ資料作成範囲外のため。設置許可（令和3年5月）より引用】
↑

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-92

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）浮上り代を設けた構造とし，横行レールより
（新）浮上り代を設けた構造とし，トロリが浮上り，横行レールより

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-98

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）過度の巻上げ動作を自動停止
（新）過度の巻上げが発生すると巻上げ動作を自動停止

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-98

以下の記載を追記しました（下線部修正）
（旧）過度の巻上げ動作を自動停止
（新）過度の巻上げが発生すると巻上げ動作を自動停止

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添1-29

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-116

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）図１　燃料交換機　待機場所
（新）図１　燃料交換機　待機範囲

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-117

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）図２　原子炉建屋クレーン　待機場所
（新）図２　原子炉建屋クレーン　待機範囲

第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
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9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-118

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料輸送容器のインターロック
（新）使用済燃料輸送容器移送のインターロック

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-118

「大飯発電所３／４号炉」欄

補足説明資料１を比較表に追加しました。

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-124

「大飯発電所３／４号炉」欄

【補助建屋クレーン走行限界位置】図が不足していたため，修正しました。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-125

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）吊荷荷重
（新）吊荷重量

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-125

以下の記載を修正しました（下線部修正）
（旧）吊荷荷重
（新）吊荷重量

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添1-補足1-1

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-125

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）ブレーキの構造については図5.2.11 参照
（新）ブレーキの構造については図5.2.11 参照。

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-125

以下の記載を追記しました（下線部修正）
（旧）設備構造上の落下防止対策参照
（新）設備構造上の落下防止対策参照。

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添1-補足1-1

同上
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18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-126

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）ロープ部にトラスヨウ素を設定した時刻歴解析を実施し
（新）ロープ部にトラス要素を設定した時刻歴解析を実施し

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-126

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）吊荷荷重
（新）吊荷質量

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-127

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）走行レールと壁面距離については図１に示す。
（新）走行レールと壁面距離について図１に示す。

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-127

以下の記載を修正しました（下線部修正）
（旧）走行レールと壁面距離については図１に示す。
（新）走行レールと壁面距離について図１に示す。

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添1-補足2-1

同上

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-127

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料プールとの離隔距離が十分に確保されている為，
（新）使用済燃料プールとの離隔距離が十分に確保されているため，

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-127

以下の記載を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料ピットとの離隔距離が十分に確保されている為，
（新）使用済燃料ピットとの離隔距離が十分に確保されているため，

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添1-補足2-1

同上

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-128

「女川発電所２号炉」欄

図２として誤った図が掲載されていたため，修正しました
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27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-129

「女川発電所２号炉」欄

以下の記載を追記しました（下線部修正）
（新）。その後の詳細点検において，走行部内部の軸受が損傷していること
が確認された(図１参照)。

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-129

以下の記載を追記しました（下線部修正）
（新）。その後の詳細点検において，走行部内部の軸受が損傷していること
が確認された(図１参照)。

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添1-補足3-1

同上

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-133

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）WANO，原子力安全推進委員会，BWR事業者協議会等を通じて
（新）WANO，原子力安全推進協会，BWR事業者協議会等を通じて

（旧）予防処置が必要と判断した情報については発電所に送付
（新）予防処置が必要と判断した情報について発電所に送付

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-133

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）予防処置
（新）予防措置

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-147

「大飯発電所３／４号炉」欄

補足説明資料２を比較表に追加しました。

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-161

16-166

「大飯発電所３／４号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）測定範囲
（新）計測範囲

（旧）取付箇所
（新）設置場所

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-173

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料プール温度，水位及び線量当量率について，
（新）使用済燃料プールの温度，水位及び線量当量率について，
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35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-173

以下の記載を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料ピット温度，水位及び燃料取扱場所の放射線量について，
（新）使用済燃料ピットの温度，水位及び燃料取扱場所の放射線量につい
て，

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添2-別紙1-1

同上

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-176

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）プール水温の上昇に伴う沸騰による水位低下が予想される。
（新）プール水温の上昇に伴う沸騰による水位低下が想定される。

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-177

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料ピット水位・温度（ガイドパルス式）は，
（新）使用済燃料プール水位・温度（ガイドパルス式）は，

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-178

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）プール水位の位置より下に設定する。
（新）プール水位の位置より下に設定をする。

（旧）図１に使用済燃料プールとスキマサージタンク間の概略図，図２に燃
料貯蔵プール水位の警報設定範囲概略図
（新）図１に使用済燃料プールとスキマサージタンク間の概要図，図２に燃
料貯蔵プール水位の警報設定範囲概要図

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-178

以下の記載を修正しました（下線部修正）
（旧）水遮蔽厚さを維持するために設定する。
（新）水遮蔽厚さを維持するために設定をする。

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添2-別紙2-1

同上
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42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-179

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料プールの冷却系機能喪失後，プール水温上昇速度
（新）使用済燃料プールの冷却系の機能喪失後，プール水温上昇速度

（旧）使用済燃料プールの冷却系機能喪失後，プール水温低下速度
（新）使用済燃料プールの冷却系の機能喪失後，プール水位低下速度

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-179

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）水温低警報設定値
（新）水位低警報設定値

（旧）警報発生から補給停止操作をする上で余裕*を持った

（新）警報発生から補給停止操作をする上で余裕*を持った

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-180

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）燃料プールライナドレン漏えいの警報設定概略図を示す。
（新）燃料プールライナドレン漏えいの警報設定概要図を示す。

（旧）早期検出において余裕*を持った設計としている。

（新）早期検出において余裕*を持った設計としている。

（旧）水ドレン配管に溜まった場合，
（新）水がドレン配管に溜まった場合，

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-182

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）約43℃から警報設定値57℃に達するまで約3.5時間であり，
（新）約43℃から警報設定値57℃に達するまでに約3.5時間あり，

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添2-参考　全般

誤記訂正のため，線量率，空間線量率，線量当量率を放射線量率に統一し
た。（54条の資料の修正箇所を反映）

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添2-参考-11

本文第4.2.1表　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（常設）の主要仕
様の記載と整合を図るため，使用済燃料ピット監視カメラの設備仕様のう
ち，計測範囲（-40～120℃）を削除した。（女川と同様）（54条の資料の修
正箇所を反映）

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0） 16条-別添2-参考-18

記載適正化のため，第16図　使用済燃料ピット監視設備の配置図について，
原子炉建屋内の区分（原子炉格納施設，原子炉格納容器，周辺補機棟，燃料
取扱棟）を記載した。また，54-2　配置図との整合を図り，各建屋名称の記
載箇所を修正した。（54条の資料の修正箇所を反映）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添2-参考-23,24

記載適正化のため，補足資料３　使用済燃料ピット事故時環境下での監視計
器の健全性についての表タイトル（第１表 使用済燃料ピットの重大事故等
時での監視設備の健全性について）を追加した。また，第１表について，同
様の資料である58条補足説明資料58-10（主要パラメータの耐環境性につい
て）と同じ注記（※２ 表中の各耐環境性の数値は基本設計段階の値であ
り，詳細設計により今後見直す可能性もある。）を追記した。（54条の資料
の修正箇所を反映）

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0） 16条-別添2-参考-24

誤記訂正のため，第１表 使用済燃料ピットの重大事故等時での監視設備の
健全性についてにおける使用済燃料ピット可搬型エリアモニタの計測範囲に
ついて，以下のとおり修正した。（下線部参照）（54条の資料の修正箇所を
反映）
（旧）10nSv/h～1000mSv/h
（新）10nSv/h～1,000mSv/h

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-194

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料プール周辺の作業で
（新）使用済燃料プール周辺の作業で，

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-194

以下の記載を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料ピット周辺の作業で
（新）使用済燃料ピット周辺の作業で，

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添4-添付1-1

同上

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-197

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料プール周辺の設備の抽出
（新）使用済燃料プール周辺の設備等の抽出

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-197

以下の記載を修正しました（下線部修正）
（旧）使用済燃料プール周辺の設備の抽出
（新）使用済燃料プール周辺の設備等の抽出

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.13.0）

16条-別添4-添付2-1

同上
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57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0）

16-199

「女川発電所２号炉」欄

以下の誤植を修正しました（下線部修正）
（旧）内張りが健全性を確保することを確認している
（新）ライニングが健全性を確保することを確認している

（旧）試験結果としては，内張りの最大減肉量は
（新）試験結果としては，ライニングの最大減肉量は

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.11.0） 16-199

16-201

「女川発電所２号炉」欄

図の表題「図１　模擬燃料集合体落下試験方法」の記載位置がずれていたた
め修正しました
（旧）16-199に記載
（新）16-201に記載
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17 r11.0） 全般

ページ番号の付番修正 6/23ヒアリング版に反映済

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r11.0）

とりまとめた資料

・1-2）に別紙6を追加した。
・1-2）で、添付〇を別紙〇に修正した。

6/23ヒアリング版に反映済

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17 r11.0）

目次

目次に「別紙6 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲に対して実施する非破
壊試験について」を追加した。

6/23ヒアリング版に反映済

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r11.0）

17₋2

同上 6/23ヒアリング版に反映済

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17 r11.0） 17条－19

耐震評価については，今後，基準地震動を用いた評価を行い，技術基準規則
の要求を満足していることを確認することとし，耐震評価の結果，クラス１
の要求事項を満足できない場合は，改造等により技術基準へ適合することを
確認していくことの記載内容に修正した。（記載内容については，東海２号
炉の記載内容を参照した。）

6/23ヒアリング版に反映済
追而関連

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r11.0）

17-27

同上 6/23ヒアリング版に反映済
追而関連

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r11.0）

17－23

大飯の欄で、「…復旧操作として閉止している」の文末に「。」を記載し
た。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17 r11.0）

17条-別紙3-1
STEP2に記載の※を上付きに修正した。

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r11.0）

17－49
女川，泊のSTEP2に記載の※を上付きに修正した。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17 r11.0） 17条-別紙6-1～7

別紙6を追加 6/23ヒアリング版に反映済

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r11.0）

17-57～63

同上 6/23ヒアリング版に反映済

第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第24条 安全保護回路（DB24-9 r.11.0）

24-5,48,54,57,62,69
「記載適正化の結果として先行実績と記載表現が異なる箇所」について，相
違理由欄に「記載表現の相違」を追記しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第24条 安全保護回路（DB24-9 r.11.0）

24-5,23
「比較にあたり，先行実績の記載順序を入れ替えた箇所」を識別するため，
「比較のため，記載順序を入れ替え」を追記しました。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第24条 安全保護回路（DB24-9 r.11.0）

24-19,21
「比較にあたり，先行実績の設置許可を引用した箇所」を識別するため，
「設置許可より引用」を追記しました。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第24条 安全保護回路（DB24-9 r.11.0）

24-24
「比較にあたり，先行実績の記載を再掲した箇所」を識別するため，「比較
のため，再掲」を追記しました。

第24条 安全保護回路
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

概要

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）２ ．において，設計基準対象施設について，追記要求事項に適合す
るために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明す
る。
（新）２ ．において，設計基準対象施設について，追記要求事項に適合す
るために必要となる機能を達成するための設備，運用等について説明する。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-2

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，大飯との相違理由を
追記した。
（旧）２ ．において，設計基準対象施設について，追記要求事項に適合す
るために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明す
る。
（新）２ ．において，設計基準対象施設について，追記要求事項に適合す
るために必要となる機能を達成するための設備，運用等について説明する。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-10

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）～身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計
とする。
（新）～身体サーベイ，作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計と
する。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-15

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川及び大飯の相違
理由を追記した。
（旧）～身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計
とする。
（新）～身体サーベイ，作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計と
する。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-16

以下のとおり，記載を適正化した。
（旧）(3) 事故時において，事故の状態を知り対策を講じるために必要なパ
ラメータである原子炉格納容器内の圧力・温度等の監視が可能な設計とす
る。
（新）(3) 事故時において，事故の状態を知り対策を講じるために必要なパ
ラメータである原子炉格納容器内の圧力，温度等の監視が可能な設計とす
る。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-25

以下のとおり，記載を適正化し，女川及び大飯との相違理由を追記した。
（旧）(3) 事故時において，事故の状態を知り対策を講じるために必要なパ
ラメータである原子炉格納容器内の圧力・温度等の監視が可能な設計とす
る。
（新）(3) 事故時において，事故の状態を知り対策を講じるために必要なパ
ラメータである原子炉格納容器内の圧力，温度等の監視が可能な設計とす
る。

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-19

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）中央制御盤の配置及び操作器具の盤面配置等については誤操作及び誤
判断を防止でき，～
（新）央制御盤の配置，操作器具の盤面配置等については誤操作及び誤判断
を防止でき，～

第26条 原子炉制御室等
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8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-31

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）中央制御盤の配置及び操作器具の盤面配置等については誤操作及び誤
判断を防止でき，～
（新）央制御盤の配置，操作器具の盤面配置等については誤操作及び誤判断
を防止でき，～

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-36

「女川原子力発電所 ２号炉」欄

上から２つのパラグラフを【東海第二発電所　発電用原子炉設置変更許可申
請書（令和４年１１月２５日，発電用原子炉施設の変更）より引用】枠で
囲っていたが，上から１つ目のパラグラフまでに枠を縮小し，上から２つ目
のパラグラフは【女川原子力発電所　設置変更許可申請書（２号炉完本）令
和４年８月現在より引用】の枠で囲うよう適正化した。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-38

「女川原子力発電所 ２号炉」欄

「（外部電源喪失）」の構文について，以下のとおり記載を適正化した。
（旧）～非常用ディーゼル発電機が起動することにより，操作に必要な照明
用電源を確保し，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。
（新）～，非常用ディーゼル発電機が起動することにより，運転操作に影響
を与えず操作に必要な照明用電源を確保し，容易に操作ができる設計とす
る。

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-25

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）～中央制御室に電話，FAX及び社内ネットワークシステムに接続され
たパソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。
（新）～中央制御室に電話，FAX，社内ネットワークシステムに接続された
パソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-40

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）～中央制御室に電話，FAX及び社内ネットワークシステムに接続され
たパソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。
（新）～中央制御室に電話，FAX，社内ネットワークシステムに接続された
パソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-26

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）(2) 手順に基づき，監視カメラ及び気象観測設備等により発電用原子
炉施設の外の状況を把握するとともに，～
（新）(2) 手順に基づき，監視カメラ，気象観測設備等により発電用原子炉
施設の外の状況を把握するとともに，～

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-44

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川及び大飯との相
違理由を追記した。
（旧）(2) 手順に基づき，監視カメラ及び気象観測設備等により発電用原子
炉施設の外の状況を把握するとともに，～
（新）(2) 手順に基づき，監視カメラ，気象観測設備等により発電用原子炉
施設の外の状況を把握するとともに，～
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15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-32

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）第8.2.2表　補助建屋換気空調設備の設備仕様
（新）第8.2.2表　補助建屋換気空調設備の主要仕様

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-63

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）第8.2.2表　補助建屋換気空調設備の設備仕様
（新）第8.2.2表　補助建屋換気空調設備の主要仕様

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-36

女川実績を踏まえ，以下を追記した。

別添１　泊発電所３号炉　原子炉制御室等について（被ばく評価除く）
別添２　泊発電所３号炉　原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について

3. 運用，手順説明資料
別添３　泊発電所３号炉　運用，手順説明資料　原子炉制御室等

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-67

女川実績を踏まえ以下を追記し，女川との相違理由を追記した。

別添１　泊発電所３号炉　原子炉制御室等について（被ばく評価除く）
別添２　泊発電所３号炉　原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について

3. 運用，手順説明資料
別添３　泊発電所３号炉　運用，手順説明資料　原子炉制御室等

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-65

「女川原子力発電所 ２号炉」欄

以下を追記した。
・「枠組みの内容は商業機密の観点から公開できません。」

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-67

「女川原子力発電所 ２号炉」欄

以下の記載を追記し適正化した。
3．別添
　　別添１　原子炉制御室について（被ばく評価除く）
　　別添２　原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について
　　別紙３　運用，手順説明資料　原子炉制御室等

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-i

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）3.3 中央制御室への地震及び火災等の影響
（新）3.3 中央制御室への地震，火災等の影響

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-3

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）3.3 中央制御室への地震及び火災等の影響
（新）3.3 中央制御室への地震，火災等の影響

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-10

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）～風向・風速等の気象状況を常時監視できる設計とする。
（新）～風向，風速等の気象状況を常時監視できる設計とする。

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-13

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）～風向・風速等の気象状況を常時監視できる設計とする。
（新）～風向，風速等の気象状況を常時監視できる設計とする。
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25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-別添1-18

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）地滑り，土石流及び急傾斜地の崩壊は誘因となる降雨や地震の状況を
気象観測設備や公的機関等からの情報で把握する。
（新）地滑り，土石流及び急傾斜地の崩壊は誘因となる降雨や地震の状況を
気象観測設備，公的機関等からの情報で把握する。

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-18

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）地滑り，土石流及び急傾斜地の崩壊は誘因となる降雨や地震の状況を
気象観測設備や公的機関等からの情報で把握する。
（新）地滑り，土石流及び急傾斜地の崩壊は誘因となる降雨や地震の状況を
気象観測設備，公的機関等からの情報で把握する。

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-別添1-26

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）～中央制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング及び作
業服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設ける。
（新）～中央制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング，作業
服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設ける。

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-28

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川及び大飯との相
違理由を追記した。
（旧）～中央制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング及び作
業服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設ける。
（新）～中央制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング，作業
服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設ける。

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-35

「女川原子力発電所 ２号炉」欄

以下の記載を適正化した。
（旧）～コンクリート厚さ□以上～
（新）～コンクリート厚さ□mm以上～

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-34

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）設備仕様
（新）主要仕様

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-36

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）設備仕様
（新）主要仕様

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-36

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室を隔離するた
めに閉操作又は自動で閉動作する中央制御室空調装置ダンパの系統概略図を
図2.4-7 に示す。
（新）炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室を隔離するた
めに閉操作又は自動で閉動作する中央制御室空調装置ダンパの系統概要を図
2.4-7 に示す。

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-38

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室を隔離するた
めに閉操作又は自動で閉動作する中央制御室空調装置ダンパの系統概略図を
図2.4-7 に示す。
（新）炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室を隔離するた
めに閉操作又は自動で閉動作する中央制御室空調装置ダンパの系統概要を図
2.4-7 に示す。
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34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-36

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）図2.4-7　中央制御室空調装置ダンパ　系統概略図
（新）図2.4-7　中央制御室空調装置ダンパ　系統概要図

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-38

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）図2.4-7　中央制御室空調装置ダンパ　系統概略図
（新）図2.4-7　中央制御室空調装置ダンパ　系統概要図

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-39

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）設備仕様
（新）主要仕様

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-42

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）設備仕様
（新）主要仕様

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-40

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）図2.4-10　アニュラス空気浄化設備の系統概要
（新）図2.4-10　アニュラス空気浄化設備の系統概要図

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-43

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）図2.4-10　アニュラス空気浄化設備の系統概要
（新）図2.4-10　アニュラス空気浄化設備の系統概要図

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-45

「女川原子力発電所 ２号炉」欄

以下の記載を適正化した。
（旧）～コンクリート厚さ□以上～
（新）～コンクリート厚さ□mm以上～

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-50

表3.1-2内の記載を以下のとおり適正化した。
（旧）緊急時対策所指揮所緊急時対策所待機所
（新）緊急時対策所指揮所，緊急時対策所待機所

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-73

表3.1-2内の記載を以下のとおり適正化した。
（旧）緊急時対策所指揮所緊急時対策所待機所
（新）緊急時対策所指揮所，緊急時対策所待機所

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-51

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）～原子炉制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング及び
作業服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とする。
（新）～原子炉制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング，作
業服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とする。

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-74

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）～原子炉制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング及び
作業服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とする。
（新）～原子炉制御室への汚染の持込みを防止するため，モニタリング，作
業服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とする。
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45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-別添1-52

表3.2-1の概要欄について，以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適
正化した。
（旧）～モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける。
（新）～モニタリング，作業服の着替え等を行うための区画を設ける。

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-75

表3.2-1の概要欄について，以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適
正化し，女川及び大飯との相違理由を追記した。
（旧）～モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける。
（新）～モニタリング，作業服の着替え等を行うための区画を設ける。

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-別添1-56

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチェンジング
エリアの補修や汚染による養生シートの張替え等も考慮して，～
（旧）チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチェンジング
エリアの補修，汚染による養生シートの張替え等も考慮して，～

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-79

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川及び大飯との相
違理由を追記した。
（旧）チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチェンジング
エリアの補修や汚染による養生シートの張替え等も考慮して，～
（旧）チェンジングエリア用資機材については，運用開始後のチェンジング
エリアの補修，汚染による養生シートの張替え等も考慮して，～

49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-61

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）設備仕様
（新）主要仕様

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-86

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）設備仕様
（新）主要仕様

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0） 26条-別添1-69

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）～防護具の脱衣及び身体サーベイ等を実施することにより，中央制御
室への汚染の持込みを防止することが可能である。
（新）～防護具の脱衣，身体サーベイ等を実施することにより，中央制御室
への汚染の持込みを防止することが可能である。

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-96

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）～防護具の脱衣及び身体サーベイ等を実施することにより，中央制御
室への汚染の持込みを防止することが可能である。
（新）～防護具の脱衣，身体サーベイ等を実施することにより，中央制御室
への汚染の持込みを防止することが可能である。

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-71

以下の記載を適正化した。
（旧）中央制御室換気系統処理空間容量
（新）中央制御室の空調バウンダリ体積

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-99

以下の記載を適正化した。
（旧）中央制御室換気系統処理空間容量
（新）中央制御室の空調バウンダリ体積

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-75

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）3.3 中央制御室への地震及び火災等の影響
（新）3.3 中央制御室への地震，火災等の影響
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56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0） 26-別添1-104

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，女川との相違理由を
追記した。
（旧）3.3 中央制御室への地震及び火災等の影響
（新）3.3 中央制御室への地震，火災等の影響

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-78

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化した。
（旧）バス等の車両や人の出入り制限と汚染防護のための入退域管理・汚染
サーベイ等をおこなう拠点は，～
（新）バス等の車両や人の出入り制限と汚染防護のための入退域管理，汚染
サーベイ等をおこなう拠点は，～

（旧）除染方法としては，内部被ばくの防止の観点から，マスクやゴム手袋
等の防護具類を着用し使用済の防護具類は適切に除染又は処分する。
（新）除染方法としては，内部被ばくの防止の観点から，マスク，ゴム手袋
等の防護具類を着用し使用済の防護具類は適切に除染又は処分する。

（旧）～必要に応じてマスクやゴム手袋等の防護具類を着用し内部被ばくの
低減に努めるとともに～
（新）～必要に応じてマスク，ゴム手袋等の防護具類を着用し内部被ばくの
低減に努めるとともに～

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-107

以下のとおり，社内統一ルールにより記載を適正化し，大飯との相違理由を
追記した。
（旧）バス等の車両や人の出入り制限と汚染防護のための入退域管理・汚染
サーベイ等をおこなう拠点は，～
（新）バス等の車両や人の出入り制限と汚染防護のための入退域管理，汚染
サーベイ等をおこなう拠点は，～

（旧）除染方法としては，内部被ばくの防止の観点から，マスクやゴム手袋
等の防護具類を着用し使用済の防護具類は適切に除染又は処分する。
（新）除染方法としては，内部被ばくの防止の観点から，マスク，ゴム手袋
等の防護具類を着用し使用済の防護具類は適切に除染又は処分する。

（旧）～必要に応じてマスクやゴム手袋等の防護具類を着用し内部被ばくの
低減に努めるとともに～
（新）～必要に応じてマスク，ゴム手袋等の防護具類を着用し内部被ばくの
低減に努めるとともに～

59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.12.0）

26条-別添1-89～92

技術的能力および有効性評価資料の変更を反映した。
・災害対策要員（運転支援等）→災害対策要員（運転班員）
・表3.6-11及び図3.6-2に記載の中央制御室内在室人員を最新化

表現の適正化
・運転員Ⅰ・運転員Ⅱ→運転員Ⅰ，運転員Ⅱ
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60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添1-140～142

技術的能力および有効性評価資料の変更を反映した。
・災害対策要員（運転支援等）→災害対策要員（運転班員）
・表3.6-11及び図3.6-2に記載の中央制御室内在室人員を最新化

表現の適正化
・運転員Ⅰ・運転員Ⅱ→運転員Ⅰ，運転員Ⅱ

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.12.0）

26-別添2-111

大飯欄の脱字を修正
（旧）…(1)a) の放出源の条件に応じて…
（新）…(1),a) の放出源の条件に応じて…
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） とりまとめた資料-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）【比較表ｐ31-25～ｐ31-33、ｐ31-39～40】
（新）【比較表ｐ31-25～ｐ31-46、ｐ31-52～53】

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-7

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）【説明資料（3.2：P31条-別添1-3）】
（新）【説明資料（2.1.1：P31条-21）】

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-7 同上

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-7

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）【説明資料（3.2：P31条-別添1-3）（3.9：P31条-別添1-10）（3.10：P31
条-別添1-13）】
（新）【説明資料（2.1.1：P31条-21）（2.1.2：P31条-23）（2.1.3：P31条-
39）】

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-8 同上

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-17

P31条-18

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）【説明資料（3.2：P31条-別添1-3）（3.9：P31条-別添1-10）（3.10：P31
条-別添1-13）】
（新）【説明資料（2.3：P31条-42）】

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-19

P31-22
同上

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-21

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-1表
（新）第2.1.1表

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-25 同上

第31条 監視設備
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10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-21

P31条-22

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-1図
（新）第2.1.1図

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-25

P31-26
同上

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-22 第2.1.1図について、ベースの屋外図面を最新化した。

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-26 同上

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-23

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-2(1)表
（新）第2.1.2(1)表

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-27 同上

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0）

P31条-23
P31条-24
P31条-25

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-2(1) 図
（新）第2.1.2(1) 図

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0）

P31-27
P31-28
P31-29

同上

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-26

P31条-27

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-2(2)表
（新）第2.1.2(2)表
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19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-30 同上

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-26

P31条-28

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-2(2) 図
（新）第2.1.2(2) 図

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-30 同上

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-29

P31条-30

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-2(3) 図
（新）第2.1.2(3) 図

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-31

P31-32
同上

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-32

P31条-33

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-2(3)表
（新）第2.1.2(3)表

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-33

P31-36
同上

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-39

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.1-3図
（新）第2.1.3図

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-44 同上
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28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-40

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.2-1表
（新）第2.2.1表

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-45 同上

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-40

P31条-41

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.2-1図
（新）第2.2.1図

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-45

P31-46
同上

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-41 第2.2.1図について、ベースの屋外図面を最新化した。

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-46 同上

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-42

P31条-43

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.3-1表
（新）第2.3.1表

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-52

P31-53
同上

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-42

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.3-1図
（新）第2.3.1図
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37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-52 同上

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-42 第2.3.1図について、ベースの屋外図面を最新化した。

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-52 同上

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.11.0） P31条-42

P31条-44

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）第2.3-2図
（新）第2.3.2図

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.10.0） P31-52

P31-53
同上

5/5 75



泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト
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1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

目次，概要，33条-14，15，21，22，29，
32，37，48，81，85，110，112，156，
160，171，179，186，別紙11-1，別添-4

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）Ａ及び／並びに／又は／若しくはＢ等
（新）Ａ，Ｂ等

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-2，4，5，16，17，25，36，38，44，
55，85，89，109，110，154，158，168，

182，186，389，402

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-2

相違理由の誤記を修正した。
（旧）女川
（新）大飯

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-3，4，108，180，284，286～291，293
～299，371～377

「大飯」欄及び「女川」欄の再掲箇所の記載を追加した。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-11，54，55，189，190，別添-5
燃料関係の容量単位を「m3」から「kL」に修正した。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-12，62，69，189～191，403

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-24

33-27，29，51～53

33-110

「女川」欄の以下の誤植を修正した。（下線部参照）
（旧）10.その他発電用原子炉の附属施設
（新）10.　その他発電用原子炉の附属施設
（旧）・・・
（新）………
（旧）所内変圧器を介して非常用高圧母線へ給電し，
（新）所内変圧器を介して非常高圧母線へ給電し，

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-78

第2.1.1.1図のタイトルを修正した。（下線部参照）
（旧）送電系統図
（新）送電系統概要図

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-83

同上

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-89，97，108，114，142，190，別紙
8-1，別紙8-2，別紙8-4，別紙8-5，別紙
9-2，別紙12-1，別紙12-3，別紙12-5～

11，参考-1

フォント，半角／全角を修正した。

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

とりまとめた資料-5，33-91，98，107，
112，137，191，383～387，390～394，

397

同上

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-101，102

「大飯」欄の記載順に合わせてページを入れ替えた。

第33条 保安電源設備
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13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-108

33-195

33-200

33-212，213

33-221

33-264～267

33-293

「大飯」欄の以下の誤植を修正した。（下線部参照）
（旧）（記載なし）
（新）以上
（旧）・地震による影響評価
（新）地震による影響評価
（旧）※道路土木要綱（平成２年度版）〈日本道路協会〉
（新）※道路土木要綱（平成21年度版）〈日本道路協会〉
（旧）・（文頭記号）
（新）●
（旧）不沈下
（新）不等沈下
（誤）230/min
（正）230ℓ/min
（旧）抽出条件
（新）検出条件

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0） 33-175，176，259，265～267，382

「大飯」欄及び「女川」欄の下付き・上付きの誤植を修正した（下線部参
照）
例：（旧）σv
　　（新）σv

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-176，177

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）Ａ系統及びＢ系統／Ａ系統及びＢ系統ごと
（新）Ａ系及びＢ系

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-179，180

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-177，178

原子炉建屋（原子炉格納施設，周辺補機棟等）の書き分けを配置図に反映し
た。

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-180，181

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-189，190

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）燃料油系統／燃料油供給系統
（新）燃料油設備

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-189，191

同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-261

「大飯」欄の最終行の文頭インデントの誤植を修正した。

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-別紙5-6

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）換気空調系
（新）換気空調設備

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-376

同上

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-別紙8-1

以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）鉄塔自体及び電線等
（新）鉄塔，電線等
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25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-383

同上

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.12.0）

33条-別紙13-2

配置図を最新のものに貼り替えた。

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-396

同上

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.10.0）

33-397，400

「女川」欄の表の枠線が切れていたため，表を貼り直した。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

全般

ページ番号の付番修正

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

-

記載適正化
（旧）設備又は運用等について説明する。
（新）設備，運用等について説明する。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-2

同上

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-22

記載適正化
（旧）電力保安通信用電話設備，衛星電話設備，無線連絡設備及び統合原子
力防災ネットワークを用いた通信連絡設備等
（新）電力保安通信用電話設備，衛星電話設備，無線連絡設備，統合原子力
防災ネットワークを用いた通信連絡設備等

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-43

同上

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-22

記載適正化
（旧）非常用炉心冷却計
（新）非常用炉心冷却系

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-43

同上

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-41

【相違理由欄】記載適正化
(旧)酸素濃度は18％以上，二酸化炭素濃度は１％以下であることを確認する
ため
(新)酸素濃度は19％以上，二酸化炭素濃度は１％以下であることを確認する
ため

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条－別添1-3

記載適正化（以下の図を更新）
・図1.2－1　緊急時対策所　配置図

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34条－別添1-7

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条－別添1-24

記載適正化
（旧）身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための
（新）身体サーベイ，作業服の着替え等を行うための

第34条 緊急時対策所
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12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34条－別添1-29

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条－別添1-30

34条－別添1-35

記載適正化（以下の図を更新）
・図2.2－2　代替交流電源設備　配置図
・図2.2－5 緊急時対策所用発電機の保管場所，ディーゼル発電機燃料油貯
油槽及び燃料タンク（SA）の設置場所

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1—36
34-別添1—41

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-36

記載適正化（図2.2-6の緊急時対策所用発電機が起動するまでの緊急時対策
所通信連絡設備の機能，図中記載充実及び適正化）
（旧）緊急時対策所用発電機
　　　１，２号炉所内常用母線
（新）緊急時対策所用発電機（270kVA)
　　　１号又は２号炉所内常用母線

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1—42

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-37

記載適正化（表2.2－6　プルーム通過時に想定される負荷の合計値）
（旧）540（kW）
（新）551（kW）

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1—43

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-42

記載適正化（図2.4-3　緊急時対策所換気空調設備配置図）
(旧)T.P. 39.2m
(新)T.P. 39m

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1-58

同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-44

記載適正化
(旧)・許容酸素濃度 ：ｂ＝19％以上（鉱山保安法施行規則）
(新)・許容酸素濃度 ：ｂ＝19％（鉱山保安法施行規則）

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1-62

同上
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23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34-別添1-47

記載適正化
(旧)RMR区分
(新)RMR

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1-64

同上

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-57

記載適正化のため以下を追記
（ｃ）評価結果

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1—79

同上

【女川２号炉欄】
以下の記載を適正化
（ｃ）評価結果

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-67

記載適正化（図2.4-16の加圧判断箇所（２箇所）に「（※）」を追記し，以
下の注釈を追記）
　・（※）放管班員が監視強化しているため確実に検知可能。また，警報で
も検知可能。

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1—87

同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-70

記載適正化（図2.4-18の背景図（構内配置図）を更新）

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1—89

同上

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-77

記載適正化（図2.4-20の背景図（構内配置図）を更新）

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1—97

同上

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-116

相違理由追加
【女川】
記載充実（大飯実績反映）
設計方針の相違

【大飯】記載個所の相違
・43条にて設備分類等を示している。
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34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-103

記載適正化（「図2.5-2 安全パラメータ表示システム（SPDS）の概要」の凡
例）
（旧）赤実線枠の範囲(A)：データ伝送設備（発電内）
（新）赤実線枠の範囲(A)：データ伝送設備（発電所内）

（旧）赤実線枠の範囲(B)：データ伝送設備（発電外）
（新）赤実線枠の範囲(B)：データ伝送設備（発電所外）

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-125 同上

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-106

記載適正化（図2.6－1　緊急時対策所　通信連絡設備の概要）

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-127

同上

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-113

記載適正化（表3.1－1　重大事故等発生時の事象進展に伴う緊急時対策所の
収容人数（１／２）に以下の注記を追加）
※３：消火要員は８名で構成され，火災の規模に応じ，消火班が招集され
る。
※４：直ちに発電所全所員に非常招集を行い，この要員の中から状況に応じ
て必要要員を確保するとともに，残りの要員については交替要員として待機
させる。

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-137

同上

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-114

記載適正化（表3.1－1　重大事故等発生時の事象進展に伴う緊急時対策所の
収容人数（２／２）に以下の注記を追加。また注記番号を更新）
※２：消火要員は８名で構成され，火災の規模に応じ，消火班が招集され
る。
※３：直ちに発電所全所員に非常招集を行い，この要員の中から状況に応じ
て必要要員を確保するとともに，残りの要員については交替要員として待機
させる。

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-138

同上

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-118

図3.2－1　総合管理事務所，緊急時対策所等の位置関係の背景図（構内配置
図）を最新化した。

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-144

同上
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44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-120

技術的能力1.0との整合のため，表3.2-1夜間及び休日における災害対策要員
の召集の記載を適正化

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-145

同上

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-124

図3.2－6　緊急時対策所立ち上げタイムチャートの記載を適正化
（旧）指揮及び通報連絡等
（新）指揮，通報連絡等

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-148

同上

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-125

記載適正化
（旧）（宮丘地区・滝ノ澗地区の当社施設又は原子力事業者災害対策支援拠
点等）
（新）（宮丘地区又は滝ノ澗地区の当社施設，原子力事業者災害対策支援拠
点等）

49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-148

同上

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-128

記載適正化（図3.2-7の背景図（構内配置図）を更新）

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-152 同上

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-131

記載適正化（図2.4-16の加圧判断箇所（２箇所）に「（※）」を追記し，以
下の注釈を追記）
　・（※）放管班員が監視強化しているため確実に検知可能。また，警報で
も検知可能。

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-154

同上

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1-156

【女川２号炉欄】
適正化のため以下の記載を追加
（１）チェンジングエリア

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1-158

【女川２号炉欄】
以下の記載を適正化
（旧）配備する資機材の数量及び保管数を表3.4－1に，
（新）配備する資機材の数量及び保管場所を表3.4－1に，
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56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-140

記載適正化（表3.4－2　乾電池内蔵型照明の数量及び仕様に以下の注釈を追
記）
※個数（予備数を含む）については，初動要員数及び運用を考慮し今後変更
となる場合がある。

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-162

同上

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-154

記載適正化（図4-10の背景図（構内配置図）を更新）

59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-178

同上

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34-別添1-155

記載適正化
（旧）すべり及び浮き上がり等により，
（新）すべり，浮き上がり等により，

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-182

同上

62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34-別添1-157

記載適正化
（旧），並びにこれらを固定するアンカーボルト等により構成する。
（新），これらを固定するアンカーボルト等により構成する。

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-183

同上

64

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34-別添1-160

記載適正化
（旧）モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける
（新）モニタリング，作業服の着替え等を行うための区画を設ける

65

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-187

同上
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66

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-185

記載適正化（表5.2-3の表下の注釈の記載を以下の更新）
（旧）
※４：緊急時対策所指揮所２台（１台＋余裕）＋緊急時対策所２台（１台＋
余裕）
※６：チェンジングエリア用１台（汚染検査を行う放管班員１名分）＋中央
制御室内用１台（中央制御室内の汚染検査用１台）＋予備１台
チェンジングエリア用１台（チェンジングエリア内のモニタリング用１台）
＋中央制御室内用１台（中央制御室内のモニタリング用１台）＋予備１台

（新）
※４：緊急時対策所指揮所２台（１台＋余裕）＋緊急時対策所待機所２台
（１台＋余裕）
※６：チェンジングエリア用１台（汚染検査を行う放管班員１名分）＋中央
制御室内用１台（中央制御室内の汚染検査用１台）＋余裕
チェンジングエリア用１台（チェンジングエリア内のモニタリング用１台）
＋中央制御室内用１台（中央制御室内のモニタリング用１台）＋余裕

67

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-214 同上

68

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-200

誤記訂正
（旧）可搬型代用用送水ポンプ車
（新）可搬型大容量海水送水ポンプ車

69

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-231

同上

70

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-201
～

34条-別添1-207

記載適正化（泊発電所原子力事業者防災業務計画の改正年月日）
（旧）令和３年10月
（新）令和５年２月

71

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-232
～

34-別添1-237

同上

72

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-202

記載適正化
（旧）震度６弱異常
　　　オンサイト統括判断
（新）震度６弱以上
　　　オンサイト総括判断

73

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-233

同上
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74

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-203

記載適正化
（旧）火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出（SE04)
（新）火災爆発等による管理区域外での放射線の放出（SE04)

75

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-234

同上

76

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-204

記載適正化

（旧）原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用（SE43）
炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原
子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。
（新）原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用（SE43）
炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置
を使用すること。

77

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-234

同上

78

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-211

記載適正化
（旧）安全保護回路及び無線アンテナ等
（新）安全保護回路，無線アンテナ等

79

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34条-別添1-242

同上

80

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-211

記載適正化
（旧）建屋貫通部及び端子箱の貫通部等に
（新）建屋貫通部，端子箱の貫通部等に

81

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34条-別添1-244

同上

82

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-217

記載適正化
（旧）したがって
（新）従って

83

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-248
34-別添1-249

同上

84

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0）

34条-別添1-217

記載適正化（他条文（技術的能力1.0）との記載整合）
（旧）また，運転班に属する災害対策要員は，運転支援活動，可搬型設備を
用いた電源復旧活動，給水活動，消火活動等を実施する。
（新）また，運転班に属する災害対策要員は，発電課長（当直）の指示によ
り，運転支援活動，可搬型設備を用いた電源復旧活動，給水活動，消火活動
等を実施する。
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85

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-248

同上

86

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-217

記載適正化（他条文（技術的能力1.0）との記載整合）
（旧）復旧班：設備や機能の復旧を実施する。
（新）○復旧班：設備や機能の復旧や，可搬型設備を用いた屋外アクセス
ルートのがれき撤去等を実施する。

87

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1-249

同上

88

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-219

記載適正化（他条文（技術的能力1.0）との記載整合）

表5.9－1　各職位のミッションの記載を適正化

89

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0） 34-別添1-250

同上

90

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.11.0） 34条-別添1-222

記載適正化（図5.10-1の適正化）
（旧）図5.10－1　使用済燃料ピット水位・温度計概要図
（新）図5.10－1　使用済燃料ピット水位計及び温度計概要図

91

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.11.0）

34-別添1-253

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

全般
(35-26，35-31，他)

図表番号の記載を統一しました（下線部参照）
＜例＞
（旧）第10.12-1表，第2.19－1図
（新）第10.12.1表，第2.19.1図

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

全般
(35条-8，35条-11，他)

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

全般
(35-50，35-84，他)

泊発電所３号炉欄について，図表の図表番号・表題の記載位置を，図表の向
きに合わせるよう移動しました。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

全般
(35条-21，35条-参考-16，他)

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-4

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）参考10　緊急時対策所の通信連絡設備用無停電電源の仕様について
（新）参考10　緊急時対策所の通信連絡設備用無停電電源の主要仕様につい
て

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

＜目次＞

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-5
以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）参考16　無線連絡設備（携帯型）の仕様
（新）参考16　無線連絡設備（携帯型）の主要仕様

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

＜目次＞

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-26
以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）10.12.1.3 主要設備の仕様
（新）10.12.1.3 主要設備の主要仕様

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-8

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-35
第2.1.1図　通信連絡設備の概要

判読性向上のため，凡例を追加し，全体的に図を見直しました。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-12

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-37

第2.2.1表 通信連絡設備（発電所内）の多様性

注記「※１　現場（屋内）：原子炉建屋，原子炉補助建屋，タービン建屋
等」を追記し，以降の注記番号を見直しました。

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-14

同上

第35条 通信連絡設備
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15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-38

第2.2.1図　通信連絡設備（発電所内）の概要

判読性向上のため，凡例を追加し，全体的に図を見直しました。

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-15

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-43

以下の記載を追加しました。
概要を図3～6に示す。 「大飯発電所３／４号炉」欄の修正

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-47

データ伝送設備（発電所外）に関する以下の記載について，６月６日に実施
したヒアリングでのコメント回答を踏まえ記載を適正化（下線部参照）。大
飯まとめ資料を再掲のうえ比較し，相違理由欄の記載を拡充しました。

（旧）
データ伝送設備（発電所外）は，データ収集計算機からデータを収集し，緊
急時対策支援システム(ERSS)へ必要なデータを伝送可能な設計とし，常時使
用できるよう，通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネット
ワーク（有線系及び衛星系）に接続し，多様性を確保するとともに，専用の
電力保安通信回線（有線系及び無線系）及び通信事業者が提供する専用の衛
星無線通信回線（衛星系）にも接続し多様性を確保する設計とする。

（新）
データ伝送設備（発電所外）は，データ収集計算機からデータを収集し，緊
急時対策支援システム(ERSS)へ必要なデータを伝送可能な設計とし，常時使
用できるよう，通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネット
ワーク（有線系及び衛星系）に接続し，多様性を確保するとともに，専用の
電力保安通信用回線（有線系及び無線系）にも接続し多様性を確保する設計
とする。

（相違理由欄）
【女川】設計方針の相違
・当社は先行PWR同様に通信事業者が提供する専用の衛星無線通信回線（衛
星系）を保有していない。ただし，パラメータを共有する手段として，衛星
電話設備（FAX）を保有している。
【大飯】記載方針の相違（女川審査実績を反映）
・大飯も泊と同様に統合原子力防災ネットワークおよび電力保安通信用回線
の２種類の回線でデータ伝送しており，設備構成に相違は無い。

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-19

同上

同上

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-49

文章中の記載にあわせて，以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）第2.5.1表　多様性を確保した専用通信回線
（新）第2.5.1表　多様性を確保した通信回線

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-20

同上
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22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-51

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）また，通信連絡設備の電源設備を第2.6.1表に示す。
（新）また，通信連絡設備の電源設備を第2.6.1表及び第表2.6.2表に示す。

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-22

同上

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-51

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）また，通信連絡設備の電源設備を第2.6.1表及び第2.6.2表に示す。
（新）また，通信連絡設備の電源設備を第2.6.1表，第2.6.2表及び第2.6.3
表に示す。

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-23

同上

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-68

以下の記載を修正しました。
（旧）発電所内での「退避の指示」や「操作、作業の連絡」、
（新）発電所内での「避難の指示」や「操作、作業の連絡」、 「大飯発電所３／４号炉」欄の修正

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-96

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）緊急時対策所における通信連絡設備の負荷は，緊急時対策所内の分電
盤から受電している。
（新）緊急時対策所の必要な負荷は，緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所
待機所でそれぞれ受電している。

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-96

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）緊急時対策所における通信連絡設備の電源は，通常時に３号炉の非常
用高圧母線及び非常用低圧母線を介して外部電源系から受電可能な設計と
し，外部電源喪失時には，３号炉のディーゼル発電機を介し受電可能な設計
とする。
（新）緊急時対策所指揮所の通信連絡設備及び無停電運転保安灯に対して，
通常時に３号炉の非常用低圧母線を介して外部電源系から受電可能な設計と
し，外部電源喪失時には，３号炉のディーゼル発電機を介し受電可能な設計
とする。
その他運用に必要な設備については，１号又は２号炉常用母線から緊急時対
策所指揮所及び緊急時対策所待機所でそれぞれ受電している。

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-96

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）また，緊急時対策所における通信連絡設備の電源が３号炉非常用低圧
母線から受電できない場合，常設代替交流電源設備である代替非常用発電機
から受電する設計とする。
（新）また，緊急時対策所指揮所の通信連絡設備及び無停電運転保安灯が３
号炉非常用母線から受電できない場合，常設代替交流電源設備である代替非
常用発電機からの受電に手動で切り替える設計とする。
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32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-96

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）さらに，代替非常用発電機の機能喪失も考慮し，緊急時対策所近傍に
配備している緊急時対策所用代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機
から受電可能な設計とする。
（新）緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所の負荷は，３号炉非常用母線又
は１号若しくは２号炉常用母線から受電出来ない場合，緊急時対策所周辺に
配備している緊急時対策所用代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機
からそれぞれ受電可能な設計とする。

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-97

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）ディーゼル発電機から受電可能な非常用高圧母線及び非常用低圧母
線，常設代替交流電源設備である代替非常用発電機及び緊急時対策所用代替
交流電源設備である緊急時対策所用発電機により緊急時対策所における通信
連絡設備の電源は多様性を有するとともに，
（新）ディーゼル発電機から受電可能な非常用低圧母線，常設代替交流電源
設備である代替非常用発電機及び緊急時対策所用代替交流電源設備である緊
急時対策所用発電機により緊急時対策所指揮所における通信連絡設備の電源
は多様性を有している。

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-97

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）緊急時対策所用発電機を複数台配備することにより緊急時対策所にお
ける通信連絡設備の電源は多重性を有し，
（新）緊急時対策所用発電機を複数台配備することにより緊急時対策所の電
源は多重性を有し，

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-97

相違理由欄の以下記載を削除しました。
【大飯】設計方針の相違
・DBの電源として電源車（緊急時対策所用）（DB）を準備している。泊では
SA事象となった場合は，緊急時対策所用発電機を起動する。

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-97

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）緊急時対策所の通信連絡設備に必要な負荷を参考第9-1表に示す。
（新）緊急時対策所の必要な負荷を参考第9-1表に示す。

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上
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42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-97

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）また，非常用電源設備及び代替交流電源設備の仕様を参考第9-2表に
示す。
ディーゼル発電機，代替非常用発電機及び緊急時対策所用発電機の仕様を参
考第9-2表，
（新）また，非常用電源設備及び代替交流電源設備の主要仕様を参考第9-2
表，

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-26

同上

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-98

参考第9-1図　緊急時対策所の無停電電源の継続時間

34条の修正内容を反映しました。

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-27

同上

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-100

以下の表タイトルを修正しました（下線部参照）。
（旧）参考第9-1表　緊急時対策所の通信連絡設備に必要な負荷
（新）参考第9-1表　緊急時対策所の必要な負荷

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-28

同上

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-100

参考第9-1表の以下記載を修正しました（下線部参照）
（旧）LED照明（バッテリ内臓）
（新）LED照明（バッテリ内蔵）

49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-28

同上

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-101
以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）参考第9-2表　非常用電源設備及び代替交流電源設備の仕様
（新）参考第9-2表　非常用電源設備及び代替交流電源設備の主要仕様

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-28

同上

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-101

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）緊急時対策所の通信連絡設備の負荷リストは，
（新）緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所待機所の負荷リストは，

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-28

同上

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-101

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）最大約15.8kVAであり，3B-ディーゼル発電機（約7,000kVA），代替非
常用発電機（約1,725kVA），緊急時対策所用発電機（約270kVA）により給電
可能な設計としている。
（新）緊急時対策所指揮所で最大約97kVA（うち，３号炉非常用母線から給
電する通信連絡設備及び照明設備の合計は約17kVA），緊急時対策所待機所
で最大約70kVAであり，3B-ディーゼル発電機（約7,000kVA），代替非常用発
電機（約1,725kVA）及び緊急時対策所用発電機（約270kVA（１台当たり））
により給電可能な設計としている。
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55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-28

同上

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-102

「燃料タンク(SA)」の「()」を半角から全角に修正しました。

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-28 同上

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-103

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）参考10　緊急時対策所の通信連絡設備用無停電電源の仕様について
（新）参考10　緊急時対策所の通信連絡設備用無停電電源の主要仕様につい
て

59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-29

同上

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-110

参考第14-1図　中央制御室における外部状況把握のイメージ

26条の修正内容を反映しました。

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-36

同上

62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-112

参考第15-1図 データ伝送設備の設備分類概要図

図の題名を修正し，図中の誤記を修正しました。
（旧）参考第15-1図 データ伝送設備の概要
（新）参考第15-1図 データ伝送設備の設備分類概要図
（旧）青実線枠の範囲(B)：データ伝送設備(発電所内)の範囲
（新）青実線枠の範囲(B)：データ伝送設備(発電所外)の範囲

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-37

同上

64

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-114
以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）参考16　無線連絡設備（携帯型）の仕様
（新）参考16　無線連絡設備（携帯型）の主要仕様

65

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-参考-39

同上

66

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-別添-1～4

ページ番号の付番修正。
「35条-別添1-1～4」と記載していたものを「35条-別添-1～4」に修正しま
した。

67

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0）

35-116

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）女川発電所２号炉
（新）女川原子力発電所２号炉

女川原子力発電所２号炉欄の修正

6/7 93



No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

68

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-118

表１　運用，手順に係る対策等（設計基準）

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）各主管課による点検並びに補修
（新）各主管課による点検及び補修

69

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r9.0）

35条-別添-2

同上

70

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-120

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）表２　通信連絡設備（設計基準）における点検項目並びに点検頻度
（新）表２　通信連絡設備（設計基準）における点検項目及び点検頻度

71

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r9.0） 35-120

以下の記載を修正しました（下線部参照）。
（旧）通信連絡設備については、常時使用による異常検知性や、メンテナン
ス（摩耗による部品の交換や注油等）
（新）通信連絡設備については、常時使用による異常検知性や、メンテナン
ス（磨耗による部品の交換や注油等）

「大飯発電所３／４号炉」欄の修正

7/7 94




